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安
史
の
乱
に
お
け
る
唐
陣
営
下
の
ソ
グ
ド
武
人  

─ 「
唐
・
李
志
忠
墓
誌
」
を
手
が
か
り
に

山
下
将
司

拠
点
と
化
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し4

、
乱
の
背
景
に
は
、
ソ
グ
ド
人
が
唐
か
ら

の
独
立
を
目
指
し
た
側
面
が
あ
っ
た
と
説
く5

。

一
方
、
安
史
軍
を
迎
え
撃
つ
こ
と
に
な
っ
た
唐
朝
は
、
安
史
勢
力
と
対
照
的
な
状

況
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
栄
新
江
に
よ
れ
ば
、
安
禄
山
に
対
す
る
嫌
悪
か
ら
「
胡
化
」

す
な
わ
ち
西
方
を
主
と
す
る
外
来
文
化
へ
の
嗜
好
に
反
発
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
ソ
グ

ド
人
に
対
す
る
排
斥
へ
と
発
展
、
唐
朝
治
下
に
在
っ
た
ソ
グ
ド
人
は
自
ら
改
姓
し
た

り
出
身
を
隠
蔽
し
た
り
す
る
な
ど
、
自
己
防
衛
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う6

。

森
部
・
栄
の
両
見
解
よ
り
、
ソ
グ
ド
系
の
人
々
に
よ
っ
て
主
導
・
牽
引
さ
れ
る
安

史
軍
と
、
安
禄
山
の
挙
兵
を
受
け
、
ソ
グ
ド
人
ら
に
よ
る
行
き
過
ぎ
た
「
胡
化
」
の

抑
制
を
図
る
唐
朝
と
い
う
対
立
の
図
式
が
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

図
式
に
一
石
を
投
ず
る
の
が
、
二
〇
〇
三
年
に
西
安
市
高
陽
原
で
出
土
し
た
「
唐
・

李
志
忠
墓
誌
」
で
あ
る
。
誌
文
に
よ
れ
ば
墓
主
の
本
姓
は
安
で
あ
り
、
ソ
グ
ド
人
と

見
ら
れ
る
が
、
安
史
の
乱
に
際
し
て
唐
軍
に
身
を
投
じ
、
安
史
軍
と
激
闘
の
末
に
戦

死
し
た
。
し
か
も
、
唐
朝
は
墓
主
に
対
し
国
姓
を
賜
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の

経
歴
が
右
の
図
式
に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
に

七
五
五
年
に
起
こ
っ
た
安
史
の
乱
は
従
来
、
唐
朝
の
性
格
を
一
変
さ
せ
た
中
国
史

上
の
重
大
な
転
機
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
近
年
、
安
史
の
乱
を

中
国
内
の
事
件
に
留
め
ず
、
広
く
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
民
と
の
関
係
か
ら
捉
え
直
そ

う
と
す
る
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た1

。
中
で
も
森
安
孝
夫
は
、
安
史
の
乱
を

担
っ
た
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
出
身
者
に
着
目
し
、
安
史
勢
力
を
「
征
服
王
朝
（
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
型
国
家
）」
の
先
駆
的
存
在
と
位
置
づ
け
る2

。

そ
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
出
身
者
の
中
で
、
乱
の
発
生
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
。
首
謀
者
の
安
禄
山
・
史
思
明
が
ソ
グ

ド
人
の
血
を
引
く
ば
か
り
で
な
く
、
安
史
軍
中
で
ソ
グ
ド
武
人
が
大
き
な
比
重
を
占

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
森
部
豊
は
、
こ
れ
ら
ソ
グ
ド
武
人
の
多
く
が
か
つ
て
モ
ン
ゴ

リ
ア
に
居
住
し
て
遊
牧
民
化
し
、
突
厥
第
一
・
第
二
可
汗
国
の
崩
壊
と
と
も
に
遺
民

と
な
っ
て
集
団
で
南
下
し
た
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
こ
れ
を
「
ソ
グ
ド
系
突

厥
」
と
呼
ん
だ3

。
加
え
て
森
部
は
、
安
禄
山
の
挙
兵
地
幽
州
が
ソ
グ
ド
商
業
網
の
一
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【
原
文
】（
数
字
は
行
数
）

１　

         　

左 

金 

吾 

衛 

大 

将 

軍 

隴 

西 

李 

公 

墓 

誌 

并 

序

２　

公 

諱 

志 

忠
、字 

懐 

禮
、本 

姓 

安
、彭 

原 

人 

也
。夫 

意 

茲 

決 

策
、齊 

 

獨

３　

使 

乘 

軒
、奉 

春 

獻 

謀
、漢 

后 

偏 

以 

賜 

姓
。公 

所 

以 

今 

為 

隴 

西 

人 

也
。

４　

曽 

祖 

讓
、祖 

信
、父 

遵
、原 

州 

都 

督
。皆 

蓄 

徳 

蘊 

仁
、尚 

義 

敦 

信
。招 

賢

５　

不 

倦
、名 

重 

於 

當 

時
、好 

善 

無 

厭
、慶 

流 

於 

後 

嗣
、信 

有 

之 

矣
。公 

七

６　

徳 

稟 

於 

家 

風
、六 

藝 

由 

於 

天 

性
。中 

鐶 

破 

等
、未 

足 

方 

奇
。列 

眥 

貫

７　

石
、與 

之 

齊 

徳
。爰 

自 

弱 

歳
、武 

略 

有 

聞
。初 

命 

為 

涼 

州 

明 

威 

府 

別

８　

将
。所 

以 

驃 

騎 

出 

塞
、常 

在 

於 

先 

鋒
、凶 

奴 

息 

師
、實 

畏 

於 

飛 

将
。逮

９　

至 

狂 

寇 

為 

暴
、天 

下 

囂 

然
、相 

國 

杖 

戈 

而 

先 

征
、繄 

公 

用 

矛 

而 

有

10　

剋
。故 

得 

二 

京 

静 

謐
、萬 

里 

清 

夷
。以 

元 

勳 

茂 

績
、加 

公 

雲 

麾 

将 

軍
、

11　

守 

左 

金 

吾 

衛 

大 

将 

軍
。凶 

慝 

既 

誅
、黨 

類 

未 

殄
、復 

収 

餘 

燼
、以 

保

12　

鄴 

城
。公 

乃 

忿 

之
、奮 

不 

顧 

命
、方 

無 

存 

勇 

而 

求 

戰
、若 

狼 
 

怒 

以

13　

從 

師
。乾 

元 

元 

年 

十 

月 

廿 

三 

日
、春 

秋 

年 

六 

十 

二
、斬 

首 

計 

萬
、力

14　

盡 

而 

薨
。嗚 

呼
、冠 

軍 

来 

弔
、用 

嘉 

忠 

節
、

         

聖 

主 

寵 

贈
、以 

慰 

存

15　

亡
。仍 

輟             

朝 

一 

日
、則 

古 

今 

希 

也
。以 

乾 

元 

二 

年 

四 

月 

廿

16　

五 

日 

遷 

窆 

於 

高 

陽 

原
、禮 

也
。嗣 

子 

良 

俊
、左 

驍 

衛 

将 

軍
。忠 

烈 

克

17　

彰
、令 

名 

早 

著
。思 

弥 

庸 

之 

報 

怨
、念 

灌 

夫 

之 

復 

讎
。實 

唯 

忠 

孝 

之

18　

門
、是 

荷 

弓 

裘 

之 

業
。次 

子 

良 

佐
、京 

兆 

府 

崇 

仁 

府 

折 

衝 

等
。恭 

承

19　

教 

義
、哀 

感 

路 

衢
。豈 

荀 

偃 

之 

不 

瞑
、知 

臧 

孫 

之 

有 

後
。乃 

為 

銘 

曰
、

20　

稱 

賢 

勇 

兮 

壮 

軍 

容
、為 

健 

将 

兮 

當 

先 

鋒
。能 

電 

激 

兮 

聲 

如 

鍾
、破

21　

勁 
虜 

兮 

摧 

羣 

凶
。名 

不 

隕 

兮 

表 

忠 

節
、石 

可 

鏤 

兮 

彰 

盛 

烈
。

22　

        
勝 

光 

寺 

沙 

門 

貞 

迅 

書     

京 

兆 

府 

進 

士 

張 

驥 

撰

本
稿
で
は
、
ま
ず
李
志
忠
の
従
軍
の
経
緯
と
こ
れ
に
対
す
る
唐
朝
の
処
遇
を
検
討

し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
安
史
の
乱
に
お
け
る
唐
朝
と
ソ
グ
ド
人
と
の
関
係
に
つ
い

て
再
考
し
た
い
。　

一
、「
唐
・
李
志
忠
墓
誌
」
と
墓
主
の
経
歴

（
一
）
墓
誌
釈
読

「
唐
・
李
志
忠
墓
誌
」
は
『
長
安
高
陽
原
新
出
土
隋
唐
墓
誌
』（
二
〇
一
六
年
九
月

出
版
）
に
拓
本
写
真
な
ら
び
に
録
文
が
掲
載
さ
れ
た7

。
同
書
に
よ
れ
ば
、
本
墓
誌
は
、

二
〇
〇
三
年
五
月
十
三
日
に
西
安
市
高
新
技
術
産
業
開
発
区
内
、
紫
薇
田
園
都
市
の

住
宅
地
工
事
現
場
で
発
見
さ
れ
た
二
三
九
号
墓
よ
り
、
誌
蓋
と
と
も
に
出
土
し
た
と

い
う
。
そ
の
誌
石
は
青
石
質
で
、
縦
・
横
と
も
に
四
四
㎝
、
厚
さ
八
㎝
、
誌
文
は
全

二
二
行
、
毎
行
二
二
文
字
で
全
四
六
四
文
字
、
字
体
は
楷
書
体
で
あ
る
。
拓
本
は
お

お
む
ね
良
好
で
、
誌
石
は
末
尾
の
二
行
に
か
け
て
破
損
が
見
ら
れ
る
が
、
判
読
で
き

な
い
文
字
は
な
い
。
本
墓
誌
に
関
し
て
は
「
賜
姓
ソ
グ
ド
人
」
に
つ
い
て
分
析
し
た

福
島
恵
に
よ
る
言
及
が
あ
る
の
み
で
、
専
論
は
公
に
さ
れ
て
い
な
い8

。

本
墓
誌
に
は
大
変
多
く
の
故
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
原
文
・
訓
読
の
次
に

故
事
の
注
釈
を
一
括
し
て
掲
げ
、
そ
の
後
に
語
釈
・
訓
読
を
提
示
す
る
。
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を
承
け
、
路
衢
に
哀
感
す
。
豈
に
⑪
荀
偃
の
不
瞑
な
ら
ん
や
、
⑫
臧
孫
の
後
有
る
を

知
る
。
乃
ち
銘
を
為
り
て
曰
く
、「
賢
勇
を
称
さ
れ
軍
容
を
壮さ
か

ん
に
し
、
健
た将
為
り

て
先
鋒
に
当
た
る
。
電
激
を
能
く
し
声
鍾
の
如
く
、
勁
虜
を
破
り
群
凶
を
摧く
じ

く
。
名

は
隕お

ち
ず
忠
節
を
表
し
、
石
は
鏤ほ

る
べ
し
盛
烈
を
彰あ
き
らか
に
せ
ん
」
と
。

勝
光
寺
沙
門
貞
迅
書　

京
兆
府
進
士
張
驥
撰

【
故
事
】

①
春
秋
・
斉
の
邴へ
い

意い

茲じ

の
故
事
。
前
四
九
七
年
、
斉
と
衛
の
連
合
軍
が
晋
を
攻
め
た

際
、
従
軍
し
て
い
た
大
夫
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
黄
河
を
渡
る
こ
と
に
反
対
し
た
が
、

邴
意
茲
だ
け
は
晋
軍
の
行
軍
速
度
を
正
確
に
計
算
し
、
危
険
の
な
い
こ
と
を
進
言

し
た
。
す
る
と
斉
侯
は
大
夫
た
ち
の
車
を
全
て
取
り
あ
げ
、
邴
意
茲
に
だ
け
車
に

乗
る
こ
と
を
許
し
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
十
三
年
の
伝
）。

②
前
漢
の
婁ろ
う

敬け
い

の
故
事
。
婁
敬
は
前
漢
の
高
祖
に
仕
え
た
政
治
家
で
、
匈
奴
に
対
し

て
和
親
策
を
進
言
し
た
こ
と
で
名
高
い
。
建
国
当
初
、
劉
邦
は
洛
陽
を
都
と
す
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
婁
敬
は
国
都
防
衛
の
観
点
か
ら
秦
の
故
地
に
都
を
置
く
よ

う
進
言
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
安
が
都
と
な
り
、
婁
敬
は
そ
の
功
績
か
ら
劉
姓
を
賜

り
「
奉
春
君
」
と
呼
ば
れ
た
（『
史
記
』
巻
九
九
、
劉
敬
列
伝
［
二
七
一
七
頁
］）。

③
前
燕
の
慕ぼ

容よ
う

翰か
ん

の
故
事
。
慕
容
翰
（
？
─
三
四
四
）
は
前
燕
の
建
国
者
慕ぼ

容よ
う

皝こ
う

の

異
母
兄
。
慕
容
翰
が
一
時
身
を
寄
せ
て
い
た
宇
文
部
を
去
り
、
慕
容
部
へ
の
帰
還

を
図
る
と
、
宇
文
部
か
ら
百
騎
あ
ま
り
の
追
っ
手
が
差
し
向
け
ら
れ
た
。
か
つ
て

の
同
僚
を
殺
す
に
忍
び
な
い
慕
容
翰
は
、
追
っ
手
た
ち
に
刀
を
地
面
に
突
き
立
て

さ
せ
、「
百
歩
の
距
離
か
ら
刀
を
射
て
命
中
し
た
ら
お
前
た
ち
は
帰
れ
。
外
れ
た

ら
か
か
っ
て
こ
い
」
と
約
束
。
一
発
で
刀
の
柄
に
命
中
さ
せ
た
た
め
、
追
っ
手
は

逃
げ
帰
っ
た
（『
晋
書
』
巻
一
〇
九
、
慕
容
皝
載
記
［
二
八
二
七
頁
］）。

④
前
漢
の
李
広
の
故
事
。
李
広
（
？
─
前
一
一
九
）
は
前
漢
の
文
帝
・
景
帝
・
武
帝

【
訓
読
】

左
金
吾
衛
大
将
軍
隴
西
李
公
墓
誌
并
び
に
序

公
諱
は
志
忠
、
字
は
懐
礼
、
本
の
姓
は
安
、
彭
原
の
人
な
り
。
夫
れ
①
意い

茲じ

策
を

決
す
る
や
、
斉
侯
独
り
軒
に
乗
ら
し
め
、
②
奉
春
謀
を
献
ず
る
や
、
漢
后
偏ひ

と

り
以
て

姓
を
賜
う
。
公
の
今
隴
西
の
人
為
る
所
以
な
り
。
曽
祖
讓
、
祖
信
、
父
遵
、
原
州
都

督
た
り
。
皆
徳
を
蓄
え
仁
を
蘊た
く
わえ

、
義
を
尚た
っ
とび

信
を
敦
く
す
。
賢
を
招
き
て
倦
ま
ざ

れ
ば
、
名
は
当
時
に
重
く
、
善
を
好
み
て
厭
く
こ
と
無
け
れ
ば
、
慶
は
後
嗣
に
流
る
、

信ま
こ
とに

之
有
る
な
り
。

公
七
徳
は
家
風
に
稟う

け
、
六
芸
は
天
性
に
由
る
。
③
鐶
に
中あ

て
て
等
を
破
る
は
、

未
だ
奇
を
方く
ら

ぶ
る
に
足
ら
ず
。
④
眥
を
列さ

き
て
石
を
貫
く
は
、
之
と
徳
を
斉ひ
と

し
く

す
。
爰こ
こ

に
弱
歳
自よ

り
、
武
略
に
聞
こ
ゆ
る
有
り
。
初
め
命
ぜ
ら
れ
て
涼
州
明
威
府
別

将
と
為
る
。
⑤
驃
騎
塞
を
出
づ
れ
ば
、
常
に
先
鋒
に
在
り
、
⑥
凶
奴
師
を
息や

む
る
は
、

実
に
飛
将
を
畏
る
る
所
以
な
り
。

狂
寇
暴
を
為
し
、
天
下
囂
然
た
る
に
至
る
に
逮お
よ

び
、
相
国
戈
に
杖
り
て
先
に
征
し
、

繄こ

れ
公
矛
を
用
て
剋
す
る
有
り
。
故
に
二
京
静
謐
に
し
て
、
万
里
清
夷
た
る
を
得
た

り
。
元
勲
茂
績
を
以
て
、
公
に
雲
麾
将
軍
・
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
を
加
う
。
凶
慝
既

に
誅
さ
る
る
も
、
党
類
未
だ
殄つ

き
ず
。
復
た
余
燼
を
収
め
、
以
て
鄴
城
を
保
つ
。
公

乃
ち
之
を
忿い
か

り
、
奮
い
て
命
を
顧
み
ず
、
⑦
無
存
の
勇
に
し
て
戦
う
を
求
む
る
に
方ひ

と

し
く
、
⑧
狼ろ

う
じ
ん

の
怒
り
て
以
て
師
に
従
う
が
若ご

と

し
。
乾
元
元
年
十
月
廿
三
日
、
春
秋

年
六
十
二
、
斬
首
万
を
計か
ぞ

う
る
も
、
力
尽
き
て
薨
ず
。
嗚
呼
、
冠
軍
来
り
て
弔
い
、

用
て
忠
節
を
嘉
し
、
聖
主
寵
贈
し
、
以
て
存
亡
を
慰
む
。
仍な

お
朝
を
輟や

む
る
こ
と
一

日
、
則
ち
古
今
希ま
れ

な
り
。
乾
元
二
年
四
月
廿
五
日
を
以
て
窆
を
高
陽
原
に
遷
す
、
礼

な
り
。
嗣
子
良
俊
、
左
驍
衛
将
軍
た
り
。
忠
烈
克よ

く
彰
わ
れ
、
令
名
早つ
と

に
著
わ
る
。

⑨
弥
庸
の
報
怨
を
思
い
、
⑩
灌
夫
の
復
讐
を
念
う
。
実
に
唯
れ
忠
孝
の
門
に
し
て
、

是
れ
弓
裘
の
業
を
荷
う
。
次
子
良
左
、
京
兆
府
崇
仁
府
折
衝
等
た
り
。
恭
し
く
教
義
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将
を
捕
ら
え
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
三
年
の
伝
）。

⑩
前
漢
・
灌か
ん

夫ふ

の
故
事
。
灌
夫
（
？
─
前
一
三
一
）
は
前
漢
の
将
軍
で
景
帝
・
武
帝

に
仕
え
た
。
前
一
五
四
年
に
呉
楚
七
国
の
乱
が
起
こ
る
と
、
灌
夫
は
父
の
孟
と
共

に
討
伐
軍
に
従
軍
し
呉
軍
と
戦
っ
た
が
、
孟
は
戦
死
。
軍
規
で
は
、
父
子
で
従
軍

し
一
方
が
戦
死
し
た
場
合
、
も
う
一
方
が
郷
里
に
帰
り
弔
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た

が
、
灌
夫
は
こ
れ
を
拒
否
。
わ
ず
か
な
手
勢
と
共
に
敵
陣
に
突
入
し
、
重
傷
を
負

う
も
味
方
に
敵
の
陣
容
を
知
ら
せ
た
（『
史
記
』
巻
一
〇
七
、
魏
其
武
安
侯
列
伝

［
二
八
四
五
─
六
頁
］）。

⑪
春
秋
・
晋
の
荀
じ
ゆ
ん

偃え
ん

の
故
事
。
荀
偃
（
？
─
前
五
五
四
）
は
春
秋
・
晋
の
政
治
家
。

前
五
五
五
年
、
斉
が
魯
を
攻
め
る
と
、
晋
は
魯
の
要
請
を
受
け
斉
に
攻
め
入
っ
た
。

荀
偃
は
晋
の
中
軍
を
率
い
、
斉
の
国
都
・
臨り
ん

淄し

に
迫
る
活
躍
を
見
せ
た
が
、
晋
へ

の
帰
途
、
病
を
発
し
亡
く
な
っ
た
。
死
後
も
眼
を
開
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
、

同
僚
の
范は
ん

宣せ
ん

子し

が
「
子
息
は
あ
な
た
同
様
に
主
君
に
尽
く
し
ま
す
」
と
慰
め
た
が

目
を
閉
じ
ず
、「
斉
と
の
戦
い
は
あ
な
た
の
死
後
も
必
ず
引
き
継
ぎ
ま
す
」
と
言
っ

た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
瞑
目
し
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
十
九
年
の
伝
）。

⑫
春
秋
・
魯
の
臧ぞ
う

孫そ
ん

達た
つ

の
故
事
。
前
七
一
〇
年
、
魯
の
桓か
ん

公こ
う

は
宋
の
君
主
を
殺
害
し

た
華
父
督
か
ら
友
好
の
し
る
し
と
し
て
大
鼎
を
贈
ら
れ
る
と
、
そ
れ
を
大
廟
に
置

い
て
誇
示
し
た
。
臧
孫
達
は
礼
に
違
う
行
為
で
あ
る
と
桓
公
を
諌
め
た
が
聞
き
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
周
の
内
史
は
、「
臧
孫
達
は
き
っ
と
魯
で
子

孫
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
礼
に
背
い
た
君
主
を
徳
に
よ
っ
て
諌
め
る
こ
と
を
忘
れ
な

い
か
ら
」
と
讃
え
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
桓
公
二
年
の
伝
）。

の
三
代
に
仕
え
た
将
軍
。
あ
る
日
、
李
広
が
狩
り
に
出
か
け
、
草
む
ら
に
横
た
わ

る
石
を
虎
と
勘
違
い
し
て
矢
を
放
っ
た
と
こ
ろ
、
命
中
し
て
鏃
が
石
に
食
い
込
ん

だ
。
よ
く
見
た
ら
石
で
あ
っ
た
の
で
、
改
め
て
矢
を
放
っ
て
み
た
が
、
再
び
鏃
が

石
に
突
き
刺
さ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（『
史
記
』
巻
一
〇
九
、
李
将
軍
列
伝
［
二

八
七
一
頁
］）。

⑤
前
漢
の
霍か
く

去き
よ

病へ
い

の
故
事
。
霍
去
病
（
前
一
四
〇
─
前
一
一
七
）
は
前
漢
の
将
軍
で
、

武
帝
に
仕
え
対
匈
奴
戦
で
活
躍
し
た
。
霍
去
病
が
匈
奴
征
討
の
た
め
に
率
い
た
兵

は
常
に
選
抜
さ
れ
た
精
兵
で
あ
り
、
そ
の
た
め
敢
え
て
匈
奴
領
内
に
深
く
侵
攻
し

た
。
霍
去
病
は
常
に
そ
の
中
の
精
鋭
騎
兵
と
共
に
大
軍
の
先
頭
に
立
っ
た
が
、
天

助
を
得
て
困
窮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
（『
史
記
』
巻
一
一
一
、
衛
将
軍

驃
騎
列
伝
［
二
九
三
一
頁
］）。

⑥
前
漢
の
李
広
の
故
事
。
匈
奴
は
李
広
が
右
北
平
の
太
守
と
な
る
と
、
彼
を
「
漢
の

飛
将
軍
」
と
呼
び
、
右
北
平
へ
の
侵
入
を
憚
っ
た
（『
史
記
』
巻
一
〇
九
、
李
将

軍
列
伝
［
二
八
七
一
頁
］）。

⑦
春
秋
・
斉
の
敝へ
い

無む

存そ
ん

の
故
事
。
前
五
〇
一
年
、
斉
が
晋
の
夷
儀
を
攻
め
た
際
、
敝

無
存
は
新
妻
を
迎
え
る
の
を
断
っ
て
そ
れ
を
弟
に
譲
り
、
真
っ
先
に
敵
の
城
壁
を

登
っ
て
城
門
を
内
側
か
ら
開
け
よ
う
と
し
た
が
、
果
た
せ
ず
し
て
戦
死
し
た
（『
春

秋
左
氏
伝
』
定
公
九
年
の
伝
）。

⑧
春
秋
・
晋
の
狼ろ
う
じ
ん

の
故
事
。
前
六
二
七
年
、
狄
が
晋
を
攻
め
た
際
、
晋
侯
の
車
右

（
戦
車
で
御
者
の
右
側
に
乗
り
戦
闘
を
担
当
す
る
者
）
を
務
め
て
い
た
狼

は
そ

の
職
を
解
か
れ
た
。
怒
っ
た
狼

は
、
二
年
後
に
起
こ
っ
た
秦
と
の
戦
い
で
秦
軍

に
突
入
し
、
戦
死
し
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
二
年
の
伝
）。

⑨
春
秋
・
呉
の
弥び

庸よ
う

の
故
事
。
前
四
八
二
年
、
越
王
勾
践
が
呉
に
攻
め
入
っ
た
。
越

軍
を
偵
察
し
て
い
た
呉
の
弥
庸
は
、
越
の
軍
中
に
越
の
捕
虜
と
な
っ
た
父
の
軍
旗

が
あ
る
の
を
見
つ
け
る
と
、
同
僚
の
制
止
も
聞
か
ず
越
軍
と
開
戦
、
仇
で
あ
る
敵
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本
服
小
功
緦
麻
親
、
百
官
五
品
以
上
喪
、
皇
帝
皆
不
視
事
一
日
。」
と
あ
る
。

16
「
左
驍
衛
将
軍
」　

左
驍
衛
は
十
二
衛
の
一
つ
で
、
将
軍
は
そ
の
次
官
で
従
三
品
。

18
「
崇
仁
府
折
衝
」　

崇
仁
府
は
折
衝
府
の
一
つ
で
、
折
衝
は
そ
の
長
官
で
あ
る
折

衝
都
尉
。
官
品
は
上
府
で
正
四
品
上
、
中
府
で
従
四
品
下
、
下
府
で
正
五
品
下
。

【
和
訳
】

左
金
吾
衛
大
将
軍
隴
西
李
公
の
墓
誌
銘
な
ら
び
に
序

公
は
諱
を
志
忠
、
字
を
懐
礼
と
い
い
、
本
来
の
姓
は
安
で
あ
り
、
彭
原
の
人
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
邴
意
茲
が
計
略
を
決
行
す
る
と
、
斉
侯
は
彼
に
だ
け
車
に
乗
る
こ
と

を
許
し
、
婁
敬
が
謀
を
献
ず
る
と
、
漢
の
高
祖
は
彼
に
だ
け
自
ら
の
姓
を
賜
っ
た
。

公
が
い
ま
帝
室
と
同
じ
隴
西
の
人
と
な
っ
た
の
も
彼
ら
と
同
じ
理
由
に
よ
る
。
曾
祖

父
の
譲
、
祖
父
の
信
、
父
の
遵
は
い
ず
れ
も
原
州
都
督
に
任
じ
ら
れ
た
。
み
な
徳
を

蓄
え
仁
を
身
に
付
け
、
義
を
た
っ
と
び
信
に
厚
か
っ
た
。
倦
む
こ
と
な
く
賢
人
を
招

聘
す
れ
ば
、
時
の
人
に
重
ん
じ
ら
れ
、
厭
く
こ
と
な
く
善
行
を
好
め
ば
、
恩
恵
が
子

孫
へ
及
ぶ
と
い
う
が
、
誠
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

公
は
七
徳
を
家
風
よ
り
受
け
つ
ぎ
、
六
芸
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
身
に
付
け
て

い
た
。
慕
容
翰
は
地
面
に
突
き
刺
し
た
刀
の
柄
に
矢
を
命
中
さ
せ
、
同
輩
達
を
追
い

払
っ
た
が
、
そ
れ
も
公
の
奇
才
に
比
べ
れ
ば
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
李
広
が
ま

な
じ
り
を
決
し
石
を
射
貫
い
た
こ
と
こ
そ
、
公
が
も
つ
徳
に
等
し
い
と
言
え
る
。
こ

う
し
て
若
く
し
て
、
秀
で
た
武
略
が
世
に
轟
き
、
か
つ
て
涼
州
明
威
府
の
別
将
に
任

じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
驃
騎
将
軍
霍
去
病
が
長
城
を
越
え
て
出
撃
す
る
と
、

常
に
全
軍
の
先
頭
に
立
っ
た
よ
う
に
、
公
も
外
征
で
武
勇
を
あ
ら
わ
し
、
匈
奴
が

「
飛
将
軍
」
李
広
の
武
勇
を
恐
れ
て
休
戦
し
た
よ
う
に
、
公
も
域
外
の
異
民
族
か
ら

恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

狂
っ
た
盗
賊
が
暴
れ
、
天
下
騒
乱
と
な
る
に
及
ん
で
、
相
国
が
戈
を
杖
と
し
て
出

【
語
釈
】（
数
字
は
原
文
の
行
数
を
示
す
。）

２
「
彭
原
」　

関
内
道
寧
州
に
属
す
る
県
。

４
「
原
州
都
督
」　

州
都
督
は
辺
境
の
要
衝
あ
る
い
は
内
地
の
重
要
地
に
置
か
れ
た

特
別
州
。
武
徳
七
年
（
六
二
四
）
に
総
管
府
を
改
称
し
た
。
大
中
小
の
等
級
が
あ

り
、
原
州
は
中
都
督
。

５
「
七
徳
」　

武
が
も
つ
七
つ
の
徳
目
。
暴
を
禁
ず
る
・
兵
を
戢お
さ

め
る
・
大
を
保

つ
・
功
を
定
め
る
・
民
を
安
ん
ず
る
・
衆
を
和
す
る
・
財
を
豊
に
す
る
（『
春
秋

左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
の
伝
）。

６
「
六
芸
」　

士
た
る
者
が
学
ぶ
べ
き
六
種
の
技
芸
。
礼
・
楽
・
射
・
御
（
車
馬
の

操
縦
）・
書
・
数
。

７
「
明
威
府
別
将
」　

明
威
府
は
府
兵
制
の
地
方
軍
府
で
あ
る
折
衝
府
の
一
つ
。
別

将
は
折
衝
都
尉
、
果
毅
都
尉
に
次
ぐ
折
衝
府
の
武
官
。
官
品
は
上
府
で
正
七
品

下
、
中
府
で
従
七
品
上
、
下
府
で
従
七
品
下
。

10
「
雲
麾
将
軍
」　

従
三
品
の
武
散
官
。

11
「
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
」　

左
金
吾
衛
は
十
二
衛
の
一
つ
、
大
将
軍
は
そ
の
長
官

で
正
三
品
。
十
二
衛
は
管
轄
下
の
折
衝
府
よ
り
番
上
す
る
府
兵
を
統
率
し
、
皇
帝

の
警
護
に
当
た
っ
た
。「
守
」
と
は
品
階
の
低
い
者
が
よ
り
高
位
の
官
職
を
代
行

す
る
こ
と
（
当
時
の
墓
主
の
品
階
は
従
三
品
）。

14
「
冠
軍
」　

冠
軍
大
将
軍
。
正
三
品
の
武
散
官
。
こ
こ
で
は
、
安
慶
緒
包
囲
戦
に

お
い
て
唐
軍
を
率
い
た
九
名
の
節
度
使
（『
旧
唐
書
』
巻
四
、
粛
宗
紀
、
乾
元
元

年
九
月
条
［
二
五
三
頁
］）
の
い
ず
れ
か
を
指
す
と
見
ら
れ
る
が
、
誰
が
該
当
す

る
か
は
不
明
。

15
「
輟
朝
」　

皇
帝
が
親
族
や
高
官
の
死
を
悼
み
、
朝
政
を
取
り
止
め
る
こ
と
。『
大

唐
開
元
礼
』
巻
三
、　

序
例
上
、
雑
制
［
三
三
頁
上
段
］
に
、「
皇
帝
本
服
大
功
以

上
親
、
及
外
祖
父
母
、
皇
后
父
母
、
百
官
一
品
喪
、
皇
帝
皆
不
視
事
三
日
。
皇
帝
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（
二
）
墓
誌
文
の
構
成
と
墓
主
の
経
歴

本
墓
誌
は
、
誌
題
（
第
一
行
）、
誌
序
（
第
二
～
一
九
行
）、
銘
（
第
二
〇
～
二
一

行
）、
書
者
な
ら
び
に
撰
者
の
署
名
（
第
二
二
行
）
か
ら
成
る
。
誌
序
の
内
容
は
①

発
辞
（
第
三
行
「
公
所
以
今
為
隴
西
人
也
」
ま
で
）、
②
祖
父
・
父
に
つ
い
て
（
第

五
行
「
信
有
之
矣
」
ま
で
）、
③
墓
主
の
人
柄
と
生
前
の
事
績
（
第
一
二
～
一
三
行

「
若
狼

怒
以
從
師
」
ま
で
）、
④
墓
主
の
死
と
埋
葬
（
第
一
六
行
「
禮
也
」
ま
で
）、

⑤
子
の
悲
哀
（
第
一
九
行
「
知
臧
孫
之
有
後
」
ま
で
）
に
分
け
ら
れ
る
。
誌
序
は
故

事
を
多
用
し
て
修
辞
を
凝
ら
し
た
文
章
で
あ
り
、
そ
の
た
め
墓
主
の
生
涯
に
関
す
る

具
体
的
な
情
報
は
多
く
な
い
。

墓
主
は
安
史
の
乱
の
最
中
の
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
に
六
二
歳
で
没
し
て
い
る
の

で
、
生
年
は
六
九
七
年
（
万
歳
通
天
二
年
、
九
月
以
降
神
功
元
年
）
と
逆
算
さ
れ
る
。

注
目
す
べ
き
は
「
本
の
姓
は
安
」
と
あ
る
こ
と
で
、
福
島
恵
が
示
し
た
ソ
グ
ド
人
判

定
基
準
に
依
れ
ば
、
安
姓
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い9

。
ま
た
、
曽

祖
父
・
祖
父
・
父
の
官
が
み
な
原
州
都
督
と
あ
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
三
者
が

実
際
に
当
官
に
任
じ
ら
れ
た
か
は
他
の
史
料
に
確
認
で
き
な
い
が
、
原
州
は
北
朝
時

代
よ
り
唐
前
半
期
に
至
る
ま
で
ソ
グ
ド
人
の
一
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る10

。

自
ら
の
系
譜
を
ソ
グ
ド
人
に
ま
つ
わ
る
地
に
関
連
づ
け
る
の
は
ソ
グ
ド
人
墓
誌
に
見

ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
り11

、
墓
主
は
ソ
グ
ド
人
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
墓
主
の
経
歴
と
し
て
判
明
す
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

（
一
） 

折
衝
府
の
一
つ
涼
州
明
威
府
の
別
将
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
。
時
期
は
安
史
の

乱
の
発
生
よ
り
前
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
二
） 
安
史
の
乱
発
生
後
、
唐
軍
に
よ
る
長
安
・
洛
陽
奪
回
戦
に
従
軍
し
、
そ
の
功

績
で
雲
麾
将
軍
・
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
。
誌
文
の
「
相

国
戈
に
杖
り
て
先
に
征
し
…
故
に
二
京
静
謐
に
し
て
、
万
里
清
夷
た
る
を
得

征
さ
れ
る
と
、
公
も
矛
を
手
に
と
り
賊
を
討
ち
破
る
手
柄
を
挙
げ
た
。
そ
の
お
陰
で

長
安
・
洛
陽
は
静
謐
を
取
り
戻
し
、
万
里
に
わ
た
っ
て
平
ら
か
に
治
ま
っ
た
。
そ
の

大
い
な
る
功
績
を
も
っ
て
、
公
に
雲
麾
将
軍
・
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
の
官
を
加
え

た
。
と
こ
ろ
が
、
凶
悪
な
首
魁
は
誅
殺
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
味
は
依
然
滅
び
ず
、
再

び
残
党
を
糾
合
し
、
鄴
城
を
保
持
し
た
。
公
は
こ
の
事
態
に
激
し
く
怒
り
、
奮
闘
し

て
命
さ
え
も
顧
み
ず
、
そ
の
様
は
敝
無
存
が
勇
ま
し
く
戦
い
を
求
め
た
こ
と
に
等
し

く
、
狼

が
怒
っ
て
従
軍
を
望
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
乾
元
元
年
（
七
五
八
）

十
月
二
十
三
日
、
享
年
六
十
二
、
万
に
も
お
よ
ぶ
賊
の
首
を
斬
り
な
が
ら
、
力
尽
き

て
亡
く
な
っ
た
。
あ
あ
、
冠
軍
大
将
軍
は
自
ら
や
っ
て
来
て
公
の
死
を
悼
む
と
と
も

に
そ
の
忠
節
を
褒
め
称
え
、
聖
主
（
粛
宗
）
は
公
を
い
と
お
し
ん
で
官
爵
を
追
贈
し
、

故
人
と
遺
族
を
慰
め
た
。
そ
の
上
で
朝
政
を
一
日
取
り
止
め
た
の
は
、
古
今
稀
な
こ

と
で
あ
る
。
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
四
月
二
十
五
日
に
高
陽
原
に
改
葬
し
た
の
は
、

礼
に
適
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

嗣
子
の
良
俊
は
左
驍
衛
将
軍
で
あ
る
。
厚
い
忠
義
心
を
よ
く
表
し
、
令
名
は
早
く

か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
弥
庸
の
ご
と
き
報
怨
の
念
を
い
だ
き
、
灌
夫
の
ご
と
く
復
讐

を
誓
っ
た
。
ま
こ
と
に
忠
孝
を
尽
く
す
一
門
に
相
応
し
く
、
父
祖
伝
来
の
家
業
を
受

け
継
ぐ
者
で
あ
る
。
次
子
の
良
佐
は
、
京
兆
崇
仁
府
の
折
衝
都
尉
等
の
官
職
に
あ

る
。
恭
し
く
教
え
の
旨
を
承
け
、
街
中
で
悲
し
み
を
露
わ
に
し
た
。
公
が
ど
う
し
て

荀
偃
の
よ
う
に
眼
を
開
い
た
ま
ま
亡
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
臧
孫
達
の
よ
う
に
長
く

子
孫
が
続
く
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
銘
を
作
っ
て
次
の
よ
う
に

言
う
、「
賢
と
勇
と
を
称
さ
れ
軍
の
威
容
を
盛
ん
に
し
、
強
き
将
軍
と
な
っ
て
先
鋒

を
担
っ
た
。
電
撃
の
ご
と
き
速
攻
を
得
意
と
し
て
声
は
鐘
の
ご
と
く
、
強
敵
を
破
っ

て
悪
者
ど
も
を
挫
い
た
。
名
声
を
落
と
す
こ
と
が
な
い
よ
う
忠
節
を
表
し
、
石
に
刻

ん
で
盛
ん
な
い
さ
お
し
を
顕
彰
し
よ
う
」
と
。
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如
何
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
李
志
忠
が
唐
軍
に
従
軍
し
た
契
機
と
し
て
ま
ず

注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
『
旧
唐
書
』
巻
十
、
粛
宗
紀
、
天
宝
十
五
年
（
七
五
六
）

六
月
条
［
二
四
一
頁
］
に
見
え
る
募
兵
で
あ
る
。

庚
子
、
至
烏
氏
驛
、
彭
原
太
守
李
遵
謁
見
、
率
兵
士
奉
迎
、
仍
進
衣
服
糧
糗
。

上
至
彭
原
、
又
募
得
甲
士
四
百
、
率
私
馬
以
助
軍
。

庚
子
、（
李
亨
）
烏
氏
駅
に
至
る
や
、
彭
原
太
守
李
遵
謁
見
し
、
兵
士
を
率
い

て
奉
迎
し
、
仍
り
て
衣
服
・
糧
糗
を
進
む
。
上
彭
原
に
至
り
、
又
募
り
て
甲
士

四
百
を
得
、
私
馬
を
率
い
て
以
て
軍
を
助
け
し
む
。

こ
の
月
、
潼
関
で
安
禄
山
軍
と
対
峙
し
て
い
た
哥
舒
翰
が
敗
北
す
る
と
唐
朝
は
恐
慌

を
来
し
、
玄
宗
は
倉
卒
に
長
安
を
脱
出
し
て
四
川
へ
逃
れ
た
。
一
方
、
皇
太
子
李
亨

（
の
ち
の
粛
宗
）
は
玄
宗
と
別
行
動
を
取
り
、
朔
方
軍
を
頼
っ
て
霊
武
へ
と
向
か
っ

た
。
そ
の
途
上
、
彭
原
に
立
ち
寄
っ
て
兵
士
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
四
百
名
を
得
た
と

い
う
。

彭
原
は
李
志
忠
の
本
貫
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
時
、
召
募
に
応
じ
て
粛
宗
に
随
行
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
粛
宗
に
扈
従
し
て
霊
武
に
赴
き
、
長
安
奪

回
後
、
ま
た
粛
宗
と
と
も
に
長
安
へ
帰
還
し
た
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
特
に
「
霊
武

元
従
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
子
弟
は
新
設
さ
れ
た
禁
軍
「
神
武
軍
」
に
組
み

込
ま
れ
た
と
い
う14

。
も
し
、
李
志
忠
が
彭
原
よ
り
粛
宗
に
随
行
し
た
な
ら
、
彼
も

「
霊
武
元
従
」
の
資
格
を
有
し
た
は
ず
で
あ
り
、
墓
誌
に
も
必
ず
や
そ
の
栄
誉
が
記

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、「
李
志
忠
墓
誌
」
に
そ
の
こ
と
を
示
す
記
載

は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
李
志
忠
が
当
時
就
い
て
い
た
官
職
に
し
た
が
っ
て
唐
軍
に
従
軍

し
た
可
能
性
を
考
え
た
い
。
そ
の
官
職
と
は
安
史
の
乱
が
起
こ
る
前
に
授
け
ら
れ
た

明
威
府
別
将
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
府
兵
制
は
安
史
の
乱
に
先
立
つ
天
宝
八
年

（
七
四
九
）
に
衛
士
の
上
番
と
派
兵
の
機
能
が
停
止
さ
れ
、
廃
止
に
至
っ
た
と
さ
れ

た
り
」
と
は
、
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
郭
子
儀

を
事
実
上
の
指
揮
官
と
す
る
唐
軍
が
安
史
勢
力
よ
り
長
安
・
洛
陽
を
相
次
い

で
奪
回
し
た
こ
と
を
指
す
。
洛
陽
は
安
禄
山
が
挙
兵
し
た
天
宝
十
四
年
（
七

五
五
）
十
二
月
に
、
長
安
は
翌
十
五
年
六
月
に
そ
れ
ぞ
れ
安
史
軍
の
手
に
落

ち
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
前
の
「
狂
寇
暴
を
為
し
、
天
下
囂
然
た
る

に
至
る
」
と
い
う
句
が
安
史
の
乱
の
発
生
を
示
す
。
し
か
し
、
墓
主
が
従
軍

す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
郭
子
儀
は
乾

元
元
年
（
七
五
八
）
七
月
に
朔
方
節
度
使
の
ま
ま
中
書
令
に
任
じ
ら
れ
、
本

墓
誌
が
刻
さ
れ
た
同
二
年
四
月
当
時
「
相
国
」
す
な
わ
ち
宰
相
の
地
位
に
在
っ

た12

。

（
三
） 

乾
元
元
年
（
七
五
八
）
九
月
に
発
動
さ
れ
た
安
慶
緒
討
伐
に
従
軍
し
、
戦
死

し
た
こ
と
。
誌
文
の
「
凶
慝
既
に
誅
さ
る
る
も
、
党
類
未
だ
殄つ

き
ず
。
復
た

余
燼
を
収
め
、
以
て
鄴
城
を
保
つ
」
と
は
、
唐
軍
が
長
安
・
洛
陽
を
奪
回
し

た
後
、
安
禄
山
の
子
の
慶
緒
が
相
州
に
退
い
て
反
抗
を
続
け
た
こ
と
を
指
す
。

「
凶
慝
」
は
安
禄
山
を
指
し
、「
既
に
誅
さ
る
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
安
禄

山
は
前
年
の
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
正
月
に
安
慶
緒
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、

大
燕
皇
帝
の
座
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
唐
朝
は
郭
子
儀
・
李
光
弼
を
は
じ
め
と

す
る
九
名
の
節
度
使
を
動
員
し
て
安
慶
緒
に
対
す
る
討
伐
を
決
行
、
十
月
中

に
相
州
を
包
囲
し
た13

。
墓
主
は
そ
の
包
囲
戦
か
、
相
州
に
至
る
道
中
で
の
安

慶
緒
軍
と
の
交
戦
で
命
を
落
と
し
た
と
見
ら
れ
る
。

二
、
李
志
忠
従
軍
の
経
緯

前
節
で
見
た
「
李
志
忠
墓
誌
」
の
断
片
的
と
も
見
え
る
わ
ず
か
な
経
歴
か
ら
、
墓

主
が
安
史
の
乱
で
唐
軍
に
従
軍
し
た
経
緯
な
ら
び
に
墓
主
に
対
す
る
唐
朝
の
待
遇
は
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も
白
身
の
者
無
し
。
関
輔
及
び
朔
方
・
河
隴
四
十
余
郡
、
河
北
三
十
余
郡
、
郡

毎
に
官
倉
の
粟
多
き
は
百
万
石
、
少
な
き
も
五
十
万
石
を
減
ぜ
ず
、
給
し
て
行

官
の
禄
に
充
つ
。
天
宝
の
末
に
曁
び
、
罄つ

き
ざ
る
無
し
。
天
下
を
麋
耗
す
る
こ

と
、
斯
く
の
若
き
の
甚
し
き
な
り
。〕
是
に
於
い
て
驍
将
・
鋭
士
・
善
馬
・
精

金
、
京
師
に
空
し
く
、
二
統
に
萃あ
つ

ま
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
宝
年
間
（
七
四
一
─
五
六
）
以
後
、
辺
境
の
節
度
使
と
り
わ
け

安
禄
山
と
哥
舒
翰
の
管
下
に
お
い
て
果
毅
都
尉
や
別
将
の
官
が
濫
授
さ
れ
た
と
い

う
。
節
度
使
に
よ
る
軍
府
官
の
授
官
に
つ
い
て
、
張
国
剛
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
総

管
制
（
行
軍
制
）
が
節
度
使
制
に
成
り
変
わ
っ
た
際
、
兵
馬
使
や
都
虞
候
な
ど
、
臨

戦
時
に
お
け
る
軍
職
で
あ
っ
た
も
の
が
常
設
の
官
職
と
化
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
使
職
の
形
式
を
と
っ
た
た
め
、
官
位
の
高
下
を
表
示
す
る
必
要
か
ら
府
兵
制
軍
将

の
称
号
を
帯
び
さ
せ
た
、
と16

。
つ
ま
り
、
元
来
は
節
度
使
配
下
の
律
令
制
上
の
地
位

を
示
す
た
め
の
寄
禄
官
と
し
て
の
授
官
で
あ
っ
た
の
が
、
や
が
て
節
度
使
が
配
下
将

士
の
歓
心
を
買
う
た
め
の
手
段
と
化
し
、
濫
授
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
府
は
俸
禄

の
供
給
源
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
軍
府
官
を
授
け
ら
れ
た
者
と
軍
府
と
の
間
に
も
は
や

統
属
関
係
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

さ
て
、
李
志
忠
が
明
威
府
の
別
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
経
緯
は
墓
誌
に
記
さ
れ
な
い

が
、
そ
の
件
に
引
用
さ
れ
る
前
漢
の
霍
去
病
と
李
広
の
故
事
（
⑤
⑥
）
よ
り
、
何
ら

か
の
異
民
族
征
討
に
ま
つ
わ
る
授
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
連

想
さ
れ
る
の
は
、
天
宝
年
間
の
末
に
哥
舒
翰
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
吐
蕃
征
討
で
あ

る
。『
旧
唐
書
』
巻
一
二
二
、
曲
環
伝
［
三
五
〇
一
頁
］
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

曲
環
、
陝
州
安
邑
人
也
。
…
天
寶
中
、
從
哥
舒
翰
攻
拔
石
堡
城
、
收
黃
河
九
曲
、

洪
濟
等
城
、
累
授
果
毅
別
將
。

曲
環
、
陝
州
安
邑
の
人
な
り
。
…
天
宝
中
、
哥
舒
翰
に
従
い
て
攻
め
て
石
堡
城

を
抜
き
、
黄
河
の
九
曲
、
洪
済
等
の
城
を
収
め
、
累
ね
て
果
毅
・
別
将
を
授
け

る15

。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
後
も
折
衝
都
尉
・
果
毅
都
尉
・
別
将
な
ど
、
府
兵
制

軍
府
官
を
授
け
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、『
通
典
』
巻
一
四
八
、

兵
一
、
兵
序
に
次
の
よ
う
に
あ
る
［
三
七
八
〇
─
八
一
頁
］（
カ
ッ
コ
内
は
原
注
）。

開
元
二
十
年
以
後
、
邀
功
之
將
、
務
恢
封
略
、
以
甘
上
心
。
將
欲
蕩
滅
奚
契
丹
、

翦
除
蠻
吐
蕃
、
喪
師
者
失
萬
而
言
一
、
勝
敵
者
獲
一
而
言
萬
、
寵
錫
云
極
、
驕

矜
遂
增
。
哥
舒
翰
統
西
方
二
師
、
安
祿
山
統
東
北
三
師
、
踐
更
之
卒
、
俱
授
官

名
、
郡
縣
之
積
、
罄
為
祿
秩
。〔
開
元
初
、
每
歳
邊
費
約
用
錢
二
百
萬
貫
、
開

元
末
已
至
一
千
萬
貫
、
天
寳
末
更
加
四
五
百
萬
矣
。
按
兵
部
格
、
破
敵
戰
功
各

有
差
等
、
其
授
官
千
纔
一
二
。
天
寳
以
後
、
邊
帥
怙
寵
、
便
請
署
官
、
易
州
遂

城
府
、
坊
州
安
臺
府
別
將
、
果
毅
之
類
、
毎
一
制
則
同
授
千
餘
人
、
其
餘
可
知
。

雖
在
行
間
、
僅
無
白
身
者
。
關
輔
及
朔
方
河
隴
四
十
餘
郡
、
河
北
三
十
餘
郡
、

每
郡
官
倉
粟
多
者
百
萬
石
、
少
不
減
五
十
萬
石
、
給
充
行
官
祿
。

天
寳
末
、

無
不
罄
矣
。
糜
耗
天
下
、
若
斯
之
甚
。〕
於
是
驍
將
銳
士
、
善
馬
精
金
、
空
於

京
師
。
萃
於
二
統
。

開
元
二
十
年
以
後
、
激
功
の
将
、
封
略
を
恢ひ
ろ

め
ん
と
務
め
、
以
て
上
心
を
甘
ん

ぜ
し
め
ん
と
す
。
将
に
奚
・
契
丹
を
蕩
滅
し
、
蛮
・
吐
蕃
を
剪
除
せ
ん
と
欲

し
、
師
を
喪
え
ば
万
を
喪
う
も
一
と
言
い
、
敵
に
勝
て
ば
一
を
獲
る
も
万
と
言

い
、
寵
錫
云こ
こ

に
極
ま
り
、
驕
衿
遂
に
増
す
。
哥
舒
翰
西
方
の
二
師
を
統
べ
、
安

禄
山
東
北
の
三
師
を
統
べ
、
践
更
の
卒
、
倶
に
官
名
を
授
け
ら
れ
、
郡
県
の
積
、

罄こ
と
ご
とく

禄
秩
と
為
る
。〔
開
元
の
初
め
、
毎
歳
辺
費
約
銭
二
百
万
貫
を
用
い
、
開

元
の
末
已
に
一
千
万
貫
に
至
り
、
天
宝
の
末
更
に
四
、
五
百
万
を
加
う
。
兵
部

格
を
按
ず
る
に
、
敵
を
破
る
の
戦
功
各
々
差
等
有
り
、
其
の
官
を
授
く
る
は
千

に
纔
か
に
一
、
二
。
天
宝
以
後
、
辺
帥
寵
を
怙
み
、
便
ち
官
を
署
さ
ん
こ
と
を

請
い
、
易
州
遂
城
府
、
坊
洲
安
台
府
の
別
将
・
果
毅
の
類
、
一
制
毎
に
則
ち
同と

も

に
授
く
る
こ
と
千
余
人
、
其
の
余
は
知
る
べ
し
。
行
間
に
在
る
と
雖
も
、
僅
か
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将
軍
の
職
掌
を
も
っ
て
統
率
し
う
る
兵
士
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。『
唐

大
詔
令
集
』
巻
一
〇
一
、
政
事
・
官
制
下
「
置
上
将
軍
及
増
諸
衛
祿
秩
詔
」［
五
一

四
頁
］
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

左
右
金
吾
及
十
六
衞
等
將
軍
、
故
事
皆
擇
勲
賢
、
出
鎮
方
隅
、
入
居
侍
衞
。
其

左
右
金
吾
等
衞
、
自
天
寳
艱
難
以
後
、
雖
衞
兵
廢
闕
而
品
秩
本
髙
。
此
誠
文
武

勲
臣
出
入
遷
轉
之
地
、
宜
増
祿
秩
以
示
優
崇
。

左
右
金
吾
及
び
十
六
衛
等
の
将
軍
、
故
事
皆
勲
賢
を
択
び
、
出
で
て
は
方
隅
に

鎮
し
、
入
り
て
は
侍
衛
に
居
る
。
其
れ
左
右
金
吾
等
の
衛
、
天
宝
の
艱
難
自
り

以
後
、
衛
兵
廃
闕
す
と
雖
も
品
秩
本
よ
り
高
し
。
此
れ
誠
に
文
武
勲
臣
の
出
入

遷
転
の
地
な
れ
ば
、
宜
し
く
秩
禄
を
増
し
て
以
て
優
崇
を
示
す
べ
し
。

安
史
の
乱
以
後
、
左
右
金
吾
衛
を
含
む
十
六
衛
の
将
軍
職
が
い
ず
れ
も
配
下
兵
士
を

欠
き
、
武
散
官
と
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る21

。
そ
れ
ば
か
り
か
、
安
史
の
乱

に
お
い
て
は
十
二
衛
の
大
将
軍
職
ま
で
も
が
唐
朝
に
よ
っ
て
濫
授
さ
れ
た
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
九
、
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
四
月
条
［
七
〇

二
三
─
二
四
頁
］
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
胡
三
省
の
注
）。

是
時
府
庫
無
蓄
積
、
朝
廷
專
以
官
爵
賞
功
、
諸
將
出
征
、
皆
給
空
名
告
身
、
自

開
府
、
特
進
、
列
卿
、
大
將
軍
、
下
至
中
郎
、
郎
將
、
聽
臨
事
注
名
。
其
後
又

聽
以
信
牒
授
人
官
爵
、
有
至
異
姓
王
者
〔
信
牒
者
、
未
有
告
身
、
先
給
牒
以
爲

信
也
〕。
諸
軍
但
以
職
任
相
統
攝
、
不
復
計
官
爵
高
下
。
及
清
渠
之
敗
、
復
以

官
爵
收
散
卒
。
由
是
官
爵
輕
而
貨
重
、
大
將
軍
告
身
一
通
、
纔
易
一
醉
。
凡
應

募
入
軍
者
、
一
切
衣
金
紫
、
至
有
朝
士
僮
僕
衣
金
紫
稱
大
官
、
而
執
賤
役
者
。

名
器
之
濫
、
至
是
而
極
焉
。

是
の
時
府
庫
に
蓄
積
無
く
、
朝
廷
専
ら
官
爵
を
以
て
功
を
賞
し
、
諸
将
出
征
す

れ
ば
、
皆
空
名
告
身
を
給
い
、
開
府
・
特
進
・
列
卿
・
大
将
軍
自
り
、
下
は
中

郎
・
郎
将
に
至
る
ま
で
、
事
に
臨
ん
で
名
を
注
す
る
を
聴
す
。
其
の
後
又
信
牒

ら
る
。

天
宝
十
二
年
（
七
五
三
）、
隴
右
・
河
西
両
節
度
使
と
な
っ
た
哥
舒
翰
は
、
吐
蕃
の

勢
力
下
に
あ
っ
た
黄
河
上
流
の
九
曲
の
地
に
攻
め
入
り
、
複
数
の
城
を
陥
落
さ
せ

た17

。
曲
環
は
こ
の
戦
い
に
隴
右
節
度
使
の
麾
下
と
し
て
従
軍
し
、
別
将
さ
ら
に
は
果

毅
都
尉
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
節
度
使
に
よ
る
征
討
に
従
軍
し
た
褒
賞
と
し
て
軍

府
別
将
が
授
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

隴
右
・
河
西
二
つ
の
節
度
使
を
兼
ね
る
に
至
っ
た
哥
舒
翰
は
、
東
方
の
安
禄
山
同

様
、
テ
ュ
ル
ク
系
遊
牧
民
や
ソ
グ
ド
人
ら
を
積
極
的
に
麾
下
に
取
り
込
み
、「
蕃
漢
」

を
統
合
し
た
軍
の
結
成
を
目
指
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る18

。
ま
た
、
林
偉
洲
と
陳
瑋

は
、
哥
舒
翰
が
潼
関
の
戦
い
で
安
禄
山
軍
に
敗
れ
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
後
、
哥
舒

翰
軍
の
残
存
部
隊
や
留
守
部
隊
の
将
領
た
ち
が
次
々
と
霊
武
へ
集
結
し
、
即
位
間
も

な
い
粛
宗
を
護
衛
す
る
任
に
当
た
っ
た
と
指
摘
す
る
。
長
安
・
洛
陽
奪
回
戦
に
お
い

て
も
、
郭
子
儀
の
率
い
る
朔
方
軍
だ
け
で
な
く
、
王
思
礼
や
王
難
得
ら
旧
河
西
・
隴

右
軍
の
将
帥
も
ま
た
一
軍
を
率
い
て
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る19

。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
李
志
忠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
従
軍
経
緯
が
推
測
可

能
で
あ
る
。

哥
舒
翰
麾
下
と
し
て
吐
蕃
討
伐
に
従
軍
、
褒
賞
と
し
て
軍
府
別
将
を
授
か
る
。

→
安
史
の
乱
で
哥
舒
翰
敗
北
後
、
霊
武
の
粛
宗
の
下
に
馳
せ
参
じ
る
。
→
長

安
・
洛
陽
奪
回
作
戦
に
従
軍
。

次
に
、
李
志
忠
が
長
安
・
洛
陽
奪
回
戦
に
従
軍
し
た
褒
賞
と
し
て
、
守
左
金
吾
衛

大
将
軍
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
左
右
金
吾
衛
は
十
二

衛
の
一
つ
で
、
元
来
、
自
己
管
下
の
折
衝
府
よ
り
上
番
し
て
く
る
衛
士
を
率
い
、
宮

城
・
京
城
の
巡
回
警
備
や
行
幸
の
際
の
「
先
駆
後
殿
」
等
を
主
な
任
務
と
し
た20

。
し

か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
衛
士
上
番
は
す
で
に
天
宝
八
年
（
七
四
九
）
に
停
止
さ

れ
、
加
え
て
安
禄
山
軍
の
長
安
占
拠
に
よ
る
混
乱
も
あ
り
、
李
志
忠
が
左
金
吾
衛
大
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こ
の
権
秀
は
祖
父
・
父
と
も
に
官
歴
が
記
さ
れ
ず
、
本
人
も
安
史
の
乱
が
発
生
す
る

ま
で
無
位
無
官
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
霊
武
に
逃
れ
た
粛
宗
の
下
に
馳
せ
散
じ
た
功
に

よ
り
、
い
き
な
り
雲
麾
将
軍
・
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
に
起
家
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が

実
体
を
伴
わ
な
い
授
官
で
あ
っ
た
証
拠
に
、
権
秀
の
実
際
の
職
務
は
羽
林
軍
と
し
て

の
宿
衛
で
あ
っ
た
。
李
志
忠
は
安
史
の
乱
前
に
軍
府
別
将
を
帯
び
て
お
り
、
ま
た
長

安
・
洛
陽
奪
回
戦
に
も
従
軍
し
て
い
る
の
で
権
秀
と
は
一
線
を
画
す
る
が
、
彼
が
二

都
奪
回
後
に
授
け
ら
れ
た
雲
麾
将
軍
と
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
ま
で
も
が
、
当
時
濫
授

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
李
志
忠
は
安
史
の
乱
で
唐
軍
に
従
軍
し
た
と
は
い
え
、
そ

の
官
歴
は
官
職
濫
授
の
実
情
を
示
す
の
み
で
何
ら
注
目
す
べ
き
点
が
な
い
。
こ
れ
は

誌
石
の
規
模
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
石
見
清
裕
に
よ
れ
ば
、
墓
誌
石
の
規
模
は
玄

宗
期
に
な
る
と
、
お
お
む
ね
一
辺
が
一
尺
半
（
約
四
五
㎝
）、
二
尺
（
約
六
〇
㎝
）、

二
尺
半
（
約
七
五
㎝
）
と
い
う
三
等
級
に
分
け
ら
れ
た
と
い
う23

。
本
墓
誌
は
一
辺
四

四
㎝
で
あ
り
、
ほ
ぼ
一
辺
一
尺
半
に
当
た
る
。
誌
文
一
行
目
の
誌
題
に
「
左
金
吾
衛

大
将
軍
」
と
あ
る
よ
う
に
、
李
志
忠
は
死
後
、「
守
」
の
つ
か
な
い
左
金
吾
衛
大
将

軍
を
追
贈
さ
れ
、
正
三
品
に
至
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
用
意
さ
れ
た
墓
誌

石
の
規
模
は
最
低
の
等
級
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
看
過
で
き
な
い
の
は
、
唐
朝
が
そ
の
よ
う
な
人
物
に
対
し
て
ま
で
国
姓

を
賜
与
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
経
歴
を
見
渡
せ
ば
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
出
来
事

は
安
史
の
乱
に
お
け
る
従
軍
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
唐
代
に
お
け
る
国

姓
賜
与
の
事
例
を
一
覧
し
た
福
島
の
分
析
に
基
づ
け
ば
、
経
緯
が
判
明
す
る
事
例
に

お
い
て
は
全
て
対
象
者
の
生
前
に
行
わ
れ
て
お
り24

、
李
志
忠
の
場
合
も
戦
死
に
対
す

る
追
贈
な
ど
で
は
な
い
と
見
ら
れ
る
。
唐
朝
に
よ
る
李
志
忠
へ
の
賜
姓
は
一
体
如
何

な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

を
以
て
人
に
官
爵
を
授
く
る
を
聴
し
、
異
姓
王
に
至
る
者
有
り
〔
信
牒
は
、
未

だ
告
身
有
ら
ず
し
て
、
先
に
牒
を
給
い
て
以
て
信
と
為
す
な
り
〕。
諸
軍
但
だ

職
任
を
以
て
相
い
統
摂
し
、
復
た
官
爵
の
高
下
を
計
ら
ず
。
清
渠
の
敗
（
※
至

徳
二
年
四
月
、
郭
子
儀
が
長
安
西
方
の
清
渠
で
禄
山
軍
と
戦
い
敗
れ
た
こ
と
）

に
及
ん
で
、
復
た
官
爵
を
以
て
散
卒
を
収
む
。
是
に
由
り
て
官
爵
軽
く
し
て
貨

重
く
、
大
将
軍
の
告
身
一
通
、
纔
か
一
醉
に
易
う
る
の
み
。
凡
そ
募
に
応
じ
て

軍
に
入
り
し
者
、
一
切
金
紫
を
衣き

、
朝
士
の
僮
僕
の
金
紫
を
衣
て
大
官
を
称
す

る
も
、
賎
役
を
執
る
者
有
る
に
至
る
。
名
器
の
濫
、
是
に
至
り
て
極
ま
れ
り
。

将
士
へ
の
褒
賞
に
用
い
る
貨
財
の
不
足
に
苦
し
ん
だ
唐
朝
は
、
官
爵
を
も
っ
て
そ
れ

を
補
っ
た
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
官
爵
が
濫
授
さ
れ
る
事
態
と
な
り
、
授
官
対
象
は
兵
士

や
奴
僕
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
濫
授
さ
れ
た
官
爵
に
各
種
の
大
将
軍
ま
で
も

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
李
志
忠
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
彼
同
様
に
雲
麾

将
軍
・
守
左
金
吾
衛
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
た
事
例
が
存
在
す
る
。「
唐
・
権
秀
墓
誌
」

に
次
の
よ
う
に
あ
る22

。

君
姓
權
氏
、
諱
秀
。
族
本
天
水
、
代
居
真
寧
、
今
爲
真
寧
人
。
祖
父
咸
有
令
德

焉
。
天
生
儁
才
、
鬱
爲
時
興
、
克
抱
忠
義
、
致
命
邦
国
。
君
始
從
鉤
陳
環
衛
之

軍
、
超
羽
林
射
聲
之
倫
。
當
肅
宗
中
興
之
年
、
君
有
元
扈
之
勳
。
國
有
殊
命
、

爵
亦
超
特
。
起
家
拜
雲
麾
將
軍
、
守
左
金
吾
衛
大
將
軍
、
上
柱
國
、
左
羽
林
軍

上
下
。

君
、
姓
は
権
氏
、
諱
は
秀
。
族
は
天
水
を
本
と
し
、
代
々
真
寧
に
居
れ
ば
、
今

真
寧
の
人
為
り
。
祖
・
父
咸み
な

令
徳
有
り
。
天
俊
才
を
生
み
、
鬱し
げ

り
て
時
興
と
為

り
、
克
く
忠
義
を
抱
え
、
命
を
邦
国
に
致
す
。
君
、
始
め
鉤
陳
環
衛
の
軍
に
従

い
、
羽
林
射
声
の
倫
を
超
ゆ
。
粛
宗
中
興
の
年
に
当
た
り
、
君
に
元
扈
の
勲
有

り
。
国
に
殊
命
有
り
、
爵
も
亦
超
特
す
。
起
家
し
て
雲
麾
将
軍
・
守
左
金
吾
衛

大
将
軍
、
上
柱
国
、
左
羽
林
軍
上
下
に
拝
せ
ら
る
。
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抱
玉
へ
の
賜
姓
は
、
そ
の
軍
功
に
対
す
る
褒
賞
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
こ
と
を
指
摘

し
た26

。
は
た
し
て
、
李
抱
玉
や
李
志
忠
へ
の
国
姓
賜
与
は
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
嫌
悪
や
排

斥
の
現
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
安
史
の
乱
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
へ

の
国
姓
賜
与
の
背
景
を
探
る
た
め
、
唐
陣
営
下
の
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
処
遇
を
確
認

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下
に
そ
の
事
例
を
挙
げ
る
。

①
李
国
臣
。
朔
方
軍
の
軍
将
と
し
て
安
史
軍
と
の
戦
い
に
従
軍
し
た
。『
新
唐
書
』

巻
六
一
、
李
光
弼
伝
［
四
五
九
二
頁
］
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

李
國
臣
、
河
西
人
、
本
姓
安
。
力
能
抉
關
、
以
折
衝
從
收
魚
海
五
城
、
遷
中
郎

將
。
後
爲
朔
方
將
、
積
勞
擢
雲
麾
大
將
軍
、
賜
姓
李
。
從
光
弼
守
河
陽
、
累
封

臨
川
郡
王
。

李
国
臣
、
河
西
の
人
、
本
の
姓
は
安
。
力
能
く
関
を
抉ぬ

き
、
折
衝
を
以
て
魚
海

五
城
を
収
む
る
に
従
い
、
中
郎
将
に
遷
さ
る
。
後
朔
方
将
と
為
り
、
労
を
積
み

て
雲
麾
大
将
軍
に
擢
か
れ
、
姓
李
を
賜
る
。
光
弼
の
河
陽
を
守
る
に
従
い
、
累

ね
て
臨
川
郡
王
に
封
ぜ
ら
る
。

李
国
臣
は
本
の
姓
が
ソ
グ
ド
人
の
可
能
性
が
高
い
安
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
出
身
で
あ

る
河
西
は
武
威
・
張
掖
・
酒
泉
・
敦
煌
等
、
各
地
に
ソ
グ
ド
人
聚
落
が
存
在
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
点
が
福
島
恵
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ソ
グ
ド
人
判
定
基
準
（
以
下
、
福

島
基
準
と
略
称
）
を
満
た
し
、
ソ
グ
ド
人
と
判
断
で
き
る27

。

李
国
臣
が
賜
姓
さ
れ
た
経
緯
は
審
ら
か
で
は
な
い
が
、「
魚
海
五
城
を
収
む
」
と

あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
福
島
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
魚
海
と
は
涼
州
武
威
の
南
、
青

海
の
北
に
位
置
す
る
唐
と
吐
蕃
と
の
抗
争
地
で
あ
る28

。『
文
苑
英
華
』
巻
九
二
七
所

載
豆
盧
詵
撰
「
宗
羲
仲
神
道
碑
」［
四
八
八
二
頁
］
に
、「
遂
從
安
思
順
破
魚
海
敗
五

城
、
授
上
柱
國
。
又
從
哥
舒
翰
破
吐
蕃
收
九
曲
（
遂
に
安
思
順
に
従
い
魚
海
を
破
り

て
五
城
を
敗
り
、
上
柱
国
を
授
け
ら
る
。
又
た
哥
舒
翰
に
従
い
吐
蕃
を
破
り
て
九
曲

三
、
唐
陣
営
下
の
ソ
グ
ド
武
人

従
来
、
安
史
の
乱
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
へ
の
国
姓
賜
与
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た

の
が
、
李
抱
玉
の
事
例
で
あ
る
。
李
抱
玉
は
本
の
姓
名
を
安
重
璋
と
い
い
、
北
朝
か

ら
唐
前
半
期
に
か
け
て
中
国
在
住
ソ
グ
ド
人
と
し
て
最
も
有
力
な
家
系
で
あ
っ
た

「
武
威
安
氏
」
に
属
す
る
。
彼
は
安
史
軍
と
の
戦
い
に
功
績
を
挙
げ
て
節
度
使
に
任

じ
ら
れ
、
安
史
の
乱
平
定
後
に
は
同
中
書
門
下
平
章
事
を
兼
ね
宰
相
の
地
位
に
ま
で

至
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻
一
三
二
、
李
抱
玉
伝
［
三
六
四
六
頁
］
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

抱
玉
上
言
、「
臣
貫
屬
涼
州
、
本
姓
安
氏
。
以
祿
山
構
禍
、
恥
與
同
姓
、
去
至

德
二
年
五
月
、
蒙
恩
賜
姓
李
氏
。
今
請
割
貫
屬
京
兆
府
長
安
縣
。」
許
之
、
因

是
舉
宗
並
賜
國
姓
。

抱
玉
上
言
す
ら
く
、「
臣
、
貫
は
涼
州
に
属
し
、
本
姓
は
安
氏
た
り
。
禄
山
禍

を
構
え
、
与
に
姓
を
同
じ
く
す
る
を
恥
づ
る
を
以
て
、
去
る
至
徳
二
年
五
月
、

恩
を
蒙
り
て
姓
李
氏
を
賜
る
。
今
、
貫
を
割
き
京
兆
府
長
安
県
に
属
さ
ん
こ
と

を
請
う
」
と
。
之
を
許
し
、
是
に
因
り
て
宗
を
挙
げ
て
並
び
に
国
姓
を
賜
う
。

こ
れ
は
代
宗
即
位
（
七
六
二
）
の
後
、
李
抱
玉
が
本
貫
を
武
威
か
ら
長
安
へ
移
す
こ

と
を
願
い
出
た
記
事
で
あ
る
。
そ
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
李
抱
玉
は
乱
勃
発
後
一
年
半

が
経
過
し
た
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
五
月
に
安
禄
山
と
同
姓
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
、

唐
朝
よ
り
特
別
に
国
姓
を
賜
与
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
上
奏
を
受
け
た
唐
朝

は
、
李
抱
玉
の
宗
族
に
対
し
て
も
国
姓
を
賜
与
し
た
。
こ
の
記
事
に
注
目
し
た
栄
新

江
は
、
安
史
の
乱
勃
発
後
、
朝
野
に
湧
き
起
こ
っ
た
安
禄
山
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
が
、

赫
赫
た
る
名
声
を
持
つ
武
威
安
氏
に
改
姓
を
促
す
に
至
り
、
他
の
ソ
グ
ド
人
も
こ
れ

を
模
倣
し
た
と
説
い
た25

。

こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
李
抱
玉
が
安
史
の
乱
勃
発
以
後
、
国
姓
賜
与
に
至
る
ま

で
一
貫
し
て
南
陽
で
安
禄
山
軍
の
南
進
を
食
い
止
め
て
い
た
事
実
を
突
き
止
め
、
李
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何
姓
は
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ
で
あ
り
、
誌
文
は
そ
の
系
譜
を
何
国
王
す
な
わ
ち
ソ
グ

デ
ィ
ア
ナ
の
都
市
ク
シ
ャ
ー
ニ
ヤ
の
王
の
末
裔
と
称
す
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
葱
嶺
＝

パ
ミ
ー
ル
と
い
う
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
と
関
係
の
深
い
地
名
が
示
さ
れ
る
。
以
上
の
諸
点

が
福
島
基
準
を
満
た
し
、
こ
の
一
族
は
ソ
グ
ド
人
と
判
断
で
き
る
。

何
遊
仙
は
朔
方
節
度
使
が
置
か
れ
た
霊
武
を
本
貫
と
し
、
ま
た
行
霊
州
大
都
督
府

長
史
と
い
う
朔
方
節
度
使
に
関
係
す
る
官
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
元
来
朔
方

軍
に
属
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
一
方
、「
宝
応
元
従
功
臣
」
と
は
代
宗
の
即
位
に

貢
献
し
た
禁
軍
兵
士
を
指
す
。
粛
宗
崩
御
の
直
前
、
張
皇
后
が
実
子
で
な
い
皇
太
子

李
豫
の
廃
立
を
図
り
、
宦
官
程
元
振
が
禁
兵
の
射
生
軍
を
率
い
て
こ
れ
を
阻
止
し

た
。
李
豫
即
位
の
後
、
射
生
軍
に
は
そ
の
褒
賞
と
し
て
「
宝
応
功
臣
」
の
称
号
が
与

え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
田
美
絵
は
何
遊
仙
が
射
生
軍
の
統
率
者
で

あ
る
射
生
使
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
す
る32

。
つ
ま
り
、
何
遊
仙
は
粛
宗
の

時
よ
り
禁
軍
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
粛
宗
が
霊
武
に
居
た
際
に
朔
方

軍
か
ら
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
森
部
は
何
遊
仙
が
「
ソ
グ
ド
系
突
厥
」
で
あ
る

可
能
性
を
指
摘
す
る33

。

③
曹
懐
直
（
曹
元
秀
）。『
大
唐
西
市
博
物
館
蔵
墓
誌
』
に
収
載
さ
れ
る
「
唐
・
曹

懐
直
墓
誌
」
に
よ
っ
て
存
在
が
知
ら
れ
た34

。
同
墓
誌
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

府
君
諱
懐
直
、
字
元
秀
、
其
先
踈
勒
國
王
裴
氏
之
族
也
。
後
徙
燉
煌
、
因
為
郡

人
焉
。
曽
祖
諱
車
、
皇
初
以
左
威
衛
中
郎
将
翊
扶
有
功
、
賜
姓
曹
氏
。
祖
諱
鎮
、

左
金
吾
将
軍
。
父
諱
法
智
、
唐
元
功
臣
、
左
龍
武
大
将
軍
、
封
酒
泉
郡
公
、
贈

開
府
、
武
威
太
守
。
…
君
開
府
之
長
子
也
。
…
属
隴
右
醜
虜
未
殄
、
節
度
使
哥

舒
公
深
佇
才
略
、
尤
資
武
毅
。
奏
起
復
充
討
撃
副
使
。
…
未
幾
功
立
、
遷
左
清

道
率
、
賜
紫
金
魚
袋
、
依
前
充
使
。
天
寶
十
五
年
、
凶
逆
亂
華
、
今
上
幸
霊
武
、

追
入
宿
衛
、
拜
右
龍
武
将
軍
知
軍
事
。
本
諱
元
秀
、
改
為
懐
直
、
實
署
行
也
。

至
德
初
、
扈
從
歸
中
京
、
紀
叙
勳
効
、
授
雲
麾
将
軍
。
又
以
統
領
有
能
、
遷
本

を
収
む
）。」
と
見
え
、
こ
の
安
思
順
に
よ
る
吐
蕃
征
討
に
従
っ
た
こ
と
を
指
す
と
見

ら
れ
る
。
そ
の
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
思
順
は
天
宝
十
一
年
（
七
五
二
）

に
河
西
節
度
使
か
ら
朔
方
節
度
使
に
遷
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
こ
と
で

あ
る
。
李
国
臣
が
朔
方
将
に
遷
っ
た
の
も
安
思
順
に
従
っ
て
の
異
動
で
あ
ろ
う
。
安

思
順
は
安
史
の
乱
が
起
こ
る
と
朔
方
節
度
使
を
解
か
れ
て
お
り
（
七
五
五29

）、
こ
の

間
に
李
国
臣
が
同
じ
安
姓
の
上
司
で
あ
る
安
思
順
を
差
し
置
い
て
国
姓
を
賜
与
さ
れ

た
と
も
考
え
が
た
い
の
で
、
彼
へ
の
賜
姓
の
時
期
は
そ
れ
よ
り
も
後
、
安
史
の
乱
中

と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。「
光
弼
の
河
陽
を
守
る
に
従
い
」
と
は
、
乾
元
二
年
（
七

五
九
）
に
唐
軍
の
李
光
弼
と
史
思
明
と
の
間
で
争
わ
れ
た
河
陽
城
の
攻
防
を
指
す30

。

な
お
、「
国
臣
」
と
い
う
名
も
唐
よ
り
賜
与
さ
れ
た
嘉
名
と
見
ら
れ
る
が
、
賜
名
の

時
期
は
不
明
で
あ
る
。

②
何
遊
仙
。
徳
宗
の
時
代
に
鄜
坊
丹
延
等
州
節
度
使
と
な
っ
た
何
文
哲
の
墓
誌
に

父
と
し
て
見
え
る
。
同
墓
誌
に
次
の
よ
う
に
あ
る31

。

葱
嶺
崛
秀
於
西
陲
、
歸
邪
耀
芒
於
北
極
。
…
公
諱
文
哲
、
字
子
洪
、
世
爲
靈
武

人
焉
。
…
公
、
本
何
國
王
丕
之
五
代
孫
。
前
祖
以
永
徽
初
款
塞
來
質
、
附
於
王

庭
。
簪
纓
因
盛
於
本
朝
、
爵
賞
由
光
於
中
土
。
…
列
考
遊
仙
、
皇
寶
應
元
從
功

臣
、
開
府
儀
同
三
司
、
行
靈
州
大
都
督
府
長
史
、
上
柱
國
、
贈
尚
書
右
僕
射
。

禄
山
僭
盗
、
肅
宗
幸
邊
。
毒
志
方
肆
於
狼
心
、
義
勇
共
殲
於
梟
師
。

葱
嶺
は
西
陲
に
崛
秀
し
、
帰
邪
は
北
極
に
耀
茫
す
。
…
公
諱
は
文
哲
、
字
は
子

洪
、
世
々
霊
武
の
人
為
り
。
…
公
、
本
何
国
王
丕
の
五
代
孫
な
り
。
前
祖
、
永

徽
の
初
め
を
以
て
塞
に
款
し
て
質
に
来
、
王
庭
に
附
す
。
簪
纓
因
り
て
本
朝
に

盛
ん
に
し
て
、
爵
賞
由
り
て
中
土
に
光
る
…
列
考
遊
仙
、
皇
の
宝
応
元
従
功
臣
、

開
府
儀
同
三
司
・
行
霊
州
大
都
督
府
長
史
・
上
柱
国
、
贈
尚
書
右
僕
射
た
り
。

禄
山
僭
盗
す
る
や
、
粛
宗
辺
に
幸
す
。
毒
志
は
方
に
狼
心
を
肆
に
し
、
義
勇
は

共
に
梟
師
を
殲
ぼ
さ
ん
と
す
。
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は
、
霊
武
に
馳
せ
散
じ
た
功
に
よ
り
粛
宗
か
ら
嘉
名
を
賜
与
さ
れ
、
名
を
懐
直
と
改

め
た
こ
と
で
あ
る
。

④
李
国
珍
（
安
暐
）。
西
安
市
よ
り
出
土
し
た
墓
誌
に
よ
っ
て
存
在
が
知
ら
れ
た
。

そ
の
墓
誌
に
次
の
よ
う
に
あ
る36

。

公
将
門
令
族
、
本
姓
安
氏
、
諱
暐
、
字
暐
、
武
威
郡
人
也
。
天
寶
中
、
以
忠
勇

見
進
、
武
藝
知
名
。
莅
職
有
恪
勤
之
勞
、
理
行
為
時
輩
所
範
。
及
燕
虜
犯
闕
、

二
聖
蒙
塵
、
公
奉
肅
宗
、
以
爪
牙
從
事
。
由
是
得
罄
其
肝
膽
、
稍
沐
洪
恩
、
特

賜
嘉
名
、
改
氏
皇
姓
。
出
生
入
死
、
實
為
士
卒
之
先
、
執
鋭
被
堅
、
頗
歷
日
月

之
久
。
其
改
諱
曰
國
珎
、
則
有
以
見
寵
渥
器
重
之
義
矣
。
肅
宗
昇
遐
、
大
宗
即

聖
、
初
奸
臣
嬖
女
、
構
禍
宸
衷
。
公
於
危
急
之
時
、
共
定
其
難
、
故
有
寶
應
功

臣
之
號
。

公
は
将
門
の
令
族
、
本
の
姓
は
安
氏
、
諱
は
暐
、
字
は
暐
、
武
威
郡
の
人
な
り
。

天
宝
中
、
忠
勇
を
以
て
進
め
ら
れ
、
武
芸
も
て
名
を
知
ら
る
。
職
に
莅の
ぞ

み
て
は

恪
勤
の
労
有
り
、
行
い
を
理お
さ

め
て
は
時
輩
の
範
と
す
る
所
と
為
る
。
燕
虜
闕
を

犯
し
、
二
聖
蒙
塵
す
る
に
及
ん
で
、
公
粛
宗
を
奉
じ
、
爪
牙
を
以
て
従
事
す
。

是
に
由
り
て
其
の
肝
胆
を
罄つ

く
し
、
稍
く
洪
恩
に
沐
す
る
を
得
、
特
に
嘉
名
を

賜
り
、
氏
を
皇
姓
に
改
め
ら
る
。
出
生
入
死
す
る
こ
と
、
実
に
士
卒
の
先
と
為

り
、
鋭
を
執
り
堅
を
被
る
こ
と
、
頗
る
日
月
の
久
し
き
を
歴
た
り
。
其
の
諱
を

改
め
て
国
珍
と
曰
う
は
、
則
ち
以
て
寵
渥
器
重
の
義
を
見
わ
さ
ん
と
す
る
有

り
。
粛
宗
昇
遐
し
、
大
宗
聖
に
即
く
や
、
初
め
奸
臣
嬖
女
、
禍
を
宸
衷
に
構
う
。

公
危
急
の
時
に
、
共
に
其
の
難
を
定
め
、
故
に
宝
応
功
臣
の
号
有
り
。

李
国
珍
は
本
の
姓
が
安
で
あ
り
、
ま
た
、
本
貫
が
河
西
地
方
最
大
の
ソ
グ
ド
聚
落
が

存
在
し
た
武
威
で
あ
る
こ
と
が
福
島
基
準
を
満
た
し
、
ソ
グ
ド
人
と
判
断
さ
れ
る
。

す
で
に
中
田
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
李
国
珍
は
射
生
使
で
あ
る
と
と
も
に
何
遊
仙

と
同
じ
く
「
宝
応
功
臣
」
の
称
号
を
帯
び
て
お
り
、
粛
宗
の
時
よ
り
禁
軍
に
属
し
て

軍
大
将
軍
、
上
柱
國
。

府
君
諱
は
懐
直
、
字
は
元
秀
、
其
の
先
疏
勒
国
王
裴
氏
の
族
な
り
。
後
燉
煌
に

徙
り
、
因
り
て
郡
の
人
と
為
る
。
曽
祖
諱
は
車
、
皇
初
左
威
衛
中
郎
将
を
以
て

翊
扶
に
功
有
り
、
姓
曹
氏
を
賜
る
。
祖
諱
は
鎮
、
左
金
吾
将
軍
た
り
。
父
諱
は

法
智
、
唐
元
功
臣
に
し
て
、
左
龍
武
大
將
軍
た
り
、
酒
泉
郡
公
に
封
ぜ
ら
れ
、

開
府
・
武
威
太
守
を
贈
ら
る
。
…
君
、
開
府
の
長
子
な
り
。
…
属た
ま
た
ま々

隴
右
の
醜

虜
未
だ
殄
き
ず
、
節
度
使
哥
舒
公
深
く
才
略
を
佇た
く
わえ

、
尤
も
武
毅
を
資つ

む
。
奏

し
て
起
復
せ
し
め
討
撃
副
使
に
充
つ
。
…
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
功
立
ち
、

左
清
道
率
に
遷
り
、
紫
金
魚
袋
を
賜
り
、
前
に
依
り
て
使
に
充
て
ら
る
。
天
宝

十
五
年
、
凶
逆
華
を
乱
す
や
、
今
上
霊
武
に
幸
し
、
追
っ
て
宿
衛
に
入
ら
し
め
、

右
龍
武
将
軍
知
軍
事
に
拝
す
。
本
の
諱
は
元
秀
、
改
め
ら
れ
て
懐
直
と
為
す
、

実
に
署
し
て
行
わ
る
る
な
り
。
至
徳
の
初
め
、
扈
従
し
て
中
京
に
帰
る
や
、
勲

効
を
紀
叙
し
、
雲
麾
将
軍
を
授
け
ら
る
。
又
統
領
に
能
有
る
を
以
て
、
本
軍
大

将
軍
・
上
柱
国
に
遷
さ
る
。

誌
文
中
に
曹
懐
直
が
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
の
明
記
は
な
い
が
、
曹
姓
は
カ
ブ
ー
ダ
ン

の
出
身
者
が
称
し
た
と
さ
れ
、
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
疏
勒
（
カ

シ
ュ
ガ
ル
）
と
い
う
西
域
の
地
に
系
譜
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
ソ
グ
ド
聚
落
が
存
在

し
た
敦
煌
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
三
点
か
ら
福
島
基
準
に
従
え
ば
、
曹
懐
直

は
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
姓
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

曹
懐
直
の
父
は
「
唐
元
功
臣
」
す
な
わ
ち
玄
宗
に
よ
る
韋
后
一
派
の
誅
殺
（
七
一

〇
）
に
貢
献
し
た
功
臣
の
一
員
で
あ
り35

、
そ
の
功
臣
集
団
か
ら
編
成
さ
れ
た
禁
軍
で

あ
る
龍
武
軍
の
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
。
曹
懐
直
自
身
は
哥
舒
翰
に
登
用
さ
れ
て
隴

右
節
度
使
麾
下
の
討
撃
副
使
と
な
り
、
吐
蕃
征
討
に
従
軍
し
た
。
安
史
の
乱
で
は
哥

舒
翰
の
敗
北
後
、
粛
宗
が
逃
れ
た
霊
武
に
赴
き
、
龍
武
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
龍
武
軍

を
統
率
、
長
安
奪
回
後
に
は
父
も
就
い
た
龍
武
大
将
軍
に
昇
進
し
た
。
注
目
す
べ
き
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曽
祖
不
仕
。
父
景
睴
、
贈
絳
州
刺
史
。
母
何
氏
、
贈
鄆
國
夫
人
。
…
十
五
年
、

扈
從
巴
蜀
、
除
折
衝
、
授
郎
將
、
賜
紫
金
魚
袋
。
及
肅
宗
皇
帝
龍
飛
北
朔
、
鳳

翔
西
土
、
入
京
洛
之
天
宮
、
求
河
嶽
之
良
佐
。
知
公
茂
徳
、
命
公
對
見
。
一
言

道
合
、
千
年
會
遇
。
君
臣
契
義
、
魚
水
適
心
。
…
改
左
内
率
府
率
、
都
巡
宮
苑

使
。
…
旋
授
龍
武
將
軍
知
軍
事
、
秩
加
定
遠
將
軍
。

公
諱
は
元
琮
、
陰
山
の
貴
族
な
り
。
功
高
き
を
以
て
氏
を
命
ぜ
ら
れ
、
籍
を
帝

枝
に
列
ね
、
今
隴
右
の
人
為
る
な
り
。
曽
祖
仕
え
ず
。
父
景
睴
、
贈
絳
州
刺
史

た
り
。
母
何
氏
、
贈
鄆
国
夫
人
た
り
。
…
（
天
宝
）
十
五
年
、
巴
蜀
に
扈
従
し
、

折
衝
に
除
さ
れ
、
郎
将
を
授
け
ら
れ
、
紫
金
魚
袋
を
賜
る
。
粛
宗
皇
帝
北
朔
に

龍
飛
し
、
西
土
に
鳳
翔
す
る
に
及
ん
で
、
京
洛
の
天
宮
に
入
り
、
河
岳
の
良
佐

を
求
む
。
公
の
茂
徳
た
る
を
知
り
、
公
に
命
じ
て
対
見
せ
し
む
。
一
言
に
し
て

道
合
い
、
千
年
会
遇
す
。
君
臣
義
に
契か
な

い
、
魚
水
心
に
適か
な

う
。
…
左
内
率
府
率
、

都
巡
宮
苑
使
に
改
め
ら
る
。
…
旋つ

い
で
龍
武
将
軍
知
軍
事
を
授
け
ら
れ
、
秩
定

遠
将
軍
を
加
え
ら
る
。

「
陰
山
の
貴
族
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
墓
誌
で
は
北
方
の
出
身
と
し
て
お
り
、

王
連
龍
は
李
元
琮
を
唐
に
帰
属
し
た
突
厥
人
と
断
ず
る44

。
確
か
に
、
突
厥
阿
史
那
氏

の
出
身
者
が
隋
や
唐
に
帰
属
し
た
の
ち
史
姓
を
称
し
た
例
が
史
書
に
見
ら
れ45

、
ま
た

近
年
、
姓
が
史
で
あ
る
こ
と
か
ら
ソ
グ
ド
人
と
判
断
さ
れ
て
い
た
人
物
が
、
墓
誌
の

発
見
に
よ
り
突
厥
阿
史
那
氏
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
事
例
も
あ
る46

。
た

だ
、
こ
の
李
元
琮
の
場
合
、
阿
史
那
氏
出
身
と
の
明
記
は
な
く
、
森
部
の
説
く
ソ
グ

ド
系
突
厥
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
出
自
の
判
断
は
保

留
し
、
突
厥
人
な
い
し
ソ
グ
ド
系
の
人
物
が
安
史
の
乱
の
最
中
に
禁
軍
将
軍
に
任
じ

ら
れ
た
例
と
し
て
扱
う
。
中
田
に
よ
れ
ば
、
李
元
琮
が
賜
姓
さ
れ
た
時
期
は
乾
元
三

年
（
七
六
〇
）
閏
四
月
一
四
日
以
降
、
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
六
月
一
八
日
以
前
の

間
で
あ
り47

、
安
史
の
乱
で
の
事
績
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

い
た37

。「
粛
宗
を
奉
じ
爪
牙
を
以
て
従
事
す
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。
黄
楼
は
射

生
軍
が
精
鋭
部
隊
と
し
て
外
征
を
も
任
務
と
し
、
安
史
軍
と
の
戦
い
に
も
従
事
し
た

と
指
摘
し
て
お
り38

、
李
国
珍
へ
の
賜
姓
・
賜
名
は
そ
の
よ
う
な
外
征
で
の
功
績
に
対

す
る
褒
賞
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
李
国
珍
の
本
貫
の
武
威
は
河
西
節
度
使
の
治
所
で
あ
り
、
哥
舒
翰
の
麾
下

の
多
く
が
哥
舒
翰
敗
北
後
に
霊
武
へ
赴
き
粛
宗
の
護
衛
を
担
っ
た
と
い
う
林
偉
洲
と

陳
瑋
の
指
摘
に
拠
る
な
ら39

、
李
国
珍
は
元
は
河
西
軍
に
属
す
る
武
人
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
福
島
は
、
李
抱
玉
・
李
国
臣
・
李
国
珍
の
三
人
が
至
徳
二
年

（
七
五
七
）
正
月
に
武
威
で
起
こ
っ
た
ソ
グ
ド
人
の
反
乱
に
お
い
て
「
胡
人
勢
」
を

率
い
て
唐
に
帰
順
し
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
賜
姓
を
受
け
た
と
の
見
解
を
示
し
た40

。

し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
李
抱
玉
は
天
宝
十
五
年
（
七
五
六
）
正
月
か
ら
至
徳
二

年
五
月
ま
で
の
間
、
南
陽
で
安
禄
山
軍
と
戦
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
武
威
の
反
乱
に

関
わ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る41

。
ま
た
、
李
国
臣
・
李
国
珍
に
つ
い

て
も
、
そ
の
出
身
が
河
西
・
武
威
で
あ
る
と
い
う
以
外
に
反
乱
に
関
与
し
た
と
す
る

根
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
福
島
の
見
解
は
首
肯
し
か
ね
る
。

⑤
李
元
琮
（
史
元
琮
）。
新
旧
『
唐
書
』
に
立
伝
さ
れ
な
い
が
、
玄
宗
・
粛
宗
期

の
宦
官
で
あ
り
、
密
教
僧
不
空
の
俗
弟
子
と
な
っ
て
そ
の
布
教
を
支
え
た
事
で
知
ら

れ
る
。
安
史
の
乱
後
、
龍
武
軍
の
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
。
中
田
は
李
元
琮
の
本
の
姓

が
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ
の
史
で
あ
る
こ
と
、
安
史
の
乱
勃
発
前
の
天
宝
十
三
年
（
七
五

四
）
に
ソ
グ
ド
人
と
関
係
の
深
い
涼
州
に
い
た
こ
と
、
不
空
が
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と

見
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
李
元
琮
を
涼
州
出
身
の
ソ
グ
ド
人
武
将
と
見
な
し
た42

。
と

こ
ろ
が
、
近
年
、
王
連
龍
に
よ
っ
て
李
元
琮
の
墓
誌
が
公
に
さ
れ
、
そ
こ
に
次
の
よ

う
に
あ
る43

。

公
諱
元
琮
、
陰
山
之
貴
族
也
。
以
功
高
命
氏
、
列
籍
帝
枝
、
今
為
隴
西
人
也
。
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・
李
国
臣
…
… 

賜
姓 

賜
名 

　
　

・
何
遊
仙
…
…                    

禁
軍

　
　

・
曹
懐
直
…
…           

賜
名  

禁
軍

　
　

・
李
国
珍
…
… 

賜
姓  

賜
名  

禁
軍

　
　

・
李
抱
玉
…
… 

賜
姓  

賜
名  

禁
軍

　
　

・
李
志
忠
…
… 

賜
姓  

賜
名  

　
　
　
（
李
元
琮
…
… 

賜
姓           

禁
軍
）

一
見
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
元
安
姓
の
ソ
グ
ド
人
に
対
し
て
は
全
て
国
姓
・
嘉
名

が
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
李
抱
玉
へ
の
賜
名
は
安
史
の
乱
よ
り
前
と
さ
れ49

、
ま
た
、
李

国
臣
へ
の
賜
名
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
李
志
忠
の
よ
う
な
官
歴
に

顕
著
な
点
が
な
い
人
物
ま
で
も
が
安
史
の
乱
で
賜
名
さ
れ
た
と
す
る
と
、
李
国
臣
へ

の
賜
名
も
安
史
の
乱
の
際
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
既
に
な
さ
れ
て
い
た
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
李
志
忠
の
事
例
を
通
じ
て
、
安
史
の
乱
で
唐
朝
を
奉
じ
て

軍
功
を
挙
げ
た
安
姓
の
ソ
グ
ド
人
に
対
し
て
は
、
賜
姓
・
賜
名
が
徹
底
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
安
姓
の
抹
殺
が
目
的
で
あ
る
の
な
ら
、
嘉
名
の
賜
与
ま

で
徹
底
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
唐
朝
の
意
図
と
し
て
は
次
の
二
点
を
指
摘
し
う

る
。第

一
に
、
安
史
陣
営
を
意
識
し
た
対
外
的
宣
伝
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ

た
よ
う
に
、
安
史
勢
力
に
は
多
く
の
ソ
グ
ド
武
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
ら
に
対

し
、
唐
陣
営
に
属
せ
ば
、
た
と
え
安
禄
山
と
姓
を
同
じ
く
す
る
ソ
グ
ド
人
と
い
え
ど

も
、
国
姓
・
嘉
名
が
与
え
ら
れ
る
程
に
優
遇
さ
れ
る
、
と
訴
え
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
李
抱
玉
が
賜
姓
さ
れ
た
後
の
至
徳
二
年
（
七
五
七
）
十
一

月
、
安
史
軍
で
ソ
グ
ド
系
突
厥
を
率
い
た
と
見
ら
れ
る
康
阿
義
屈
達
干
が
唐
に
帰
順

し
て
い
る50

。

第
二
に
、
自
陣
営
の
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
慰
撫
、
つ
ま
り
離
反
の
防
止
で
あ
る
。

以
上
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
安
史
の
乱
中
に
国
姓
や
嘉
名
を
賜
与
さ
れ
た

ソ
グ
ド
人
が
複
数
存
在
す
る
。
そ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
李
志
忠
の
名
も
「
忠
を
志
す
」

と
い
う
嘉
名
に
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。

唐
代
で
は
「
忠
」
字
を
含
む
嘉
名
の
賜
与
が
多
く
見
ら
れ
、
例
を
挙
げ
れ
ば
、
朱

全
忠
（『
旧
唐
書
』
巻
一
九
［
七
一
六
頁
］）、
王
忠
嗣
（
同
巻
一
〇
三
［
三
一
九
七

頁
］）、
楊
国
忠
（
同
巻
一
〇
六
［
三
二
四
三
頁
］）、
阿
史
那
忠
（
同
巻
一
〇
九
［
三

二
九
〇
頁
］）、
張
孝
忠
（
同
巻
一
四
一
［
三
八
五
五
頁
］）、
李
忠
臣
（
同
巻
一
四
五

［
三
九
四
一
頁
］）、
朱
忠
亮
（
同
巻
一
五
一
［
四
〇
五
六
頁
］）、
李
思
忠
（
同
巻
一

九
五
［
五
二
一
四
頁
］）
な
ど
が
あ
る
。
他
に
も
契
丹
の
李
尽
忠
（
同
巻
六
［
一
二

五
頁
］）
や
沙
陀
の
沙
陀
尽
忠
（『
新
唐
書
』
巻
二
一
八
［
六
一
五
四
頁
］）
の
如
く
、

唐
に
帰
順
し
た
非
漢
人
に
「
忠
」
字
を
含
む
名
を
称
す
る
例
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
も

同
じ
く
唐
か
ら
の
賜
名
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
李
志
忠
の
名
も

唐
朝
か
ら
の
賜
名
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
や
は
り
国
姓
賜
与
と
同
じ
く
安
史
の
乱
中

と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

賜
姓
・
賜
名
以
外
に
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
ソ
グ
ド
人
が
禁
軍
の
将
領
に

任
じ
ら
れ
た
事
例
が
こ
れ
も
複
数
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
遊
仙
と
李
国
珍
に

至
っ
て
は
、
粛
宗
・
代
宗
交
替
時
に
発
生
し
た
帝
位
を
巡
る
宮
廷
内
政
変
に
ま
で
関

与
し
、
功
績
を
挙
げ
た
。
そ
れ
だ
け
唐
朝
の
中
枢
に
近
い
位
置
に
ソ
グ
ド
人
達
が
仕

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
排
斥
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
優
遇
・
重
用

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
李
抱
玉
も
節
度
使
に
任
じ
ら
れ
る
前
に
い
っ
た
ん
右
羽
林

軍
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る48

。
い
ま
、
上
記
の
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
賜
姓
・
賜
名

な
ら
び
に
禁
軍
将
領
へ
の
任
官
の
状
況
を
一
覧
に
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
（
ゴ

チ
ッ
ク
は
元
安
姓
の
人
物
）。
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に
、
安
史
勢
力
の
み
な
ら
ず
、
唐
陣
営
に
も
多
く
の
ソ
グ
ド
武
人
が
内
包
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

安
史
の
乱
時
、
唐
朝
に
お
い
て
安
禄
山
に
対
す
る
嫌
悪
が
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
自
陣
営
の
ソ
グ
ド
人
に
対
し
て
唐
朝
は
厚
遇
と
も
言
え
る
処
遇
を

し
て
お
り
、
彼
ら
に
対
す
る
排
斥
の
風
潮
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
李
志
忠

墓
誌
」
と
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
語
る
史
料
な
の
で
あ
る
。

む
す
び

安
史
勢
力
は
多
く
の
非
漢
人
指
導
者
に
統
率
さ
れ
た
遊
牧
部
落
を
軍
事
力
と
し
て

有
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
安
史
軍
を
迎
え
撃
っ
た
唐
軍
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
突
騎
施

出
身
の
哥
舒
翰
が
統
率
し
た
河
西
・
隴
右
軍
に
お
い
て
も
、
漢
人
節
度
使
郭
子
儀
が

率
い
た
朔
方
軍
に
お
い
て
も
、
テ
ュ
ル
ク
を
主
と
す
る
遊
牧
集
団
が
軍
の
枢
要
を
占

め
て
い
た55

。
そ
し
て
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
安
史
勢
力
だ
け
で
な
く
唐
陣
営
に
も
多

く
の
ソ
グ
ド
武
人
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
通
典
』
編
者
の
杜
祐
が

安
禄
山
と
哥
舒
翰
を
指
し
て
「
二
統
」
と
称
し
た
よ
う
に
、
八
世
紀
半
ば
の
農
牧
接

壤
帯
に
位
置
し
た
節
度
使
は
共
通
す
る
軍
事
構
造
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

安
史
勢
力
が
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
を
背
景
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
出
身
者
を
基
盤

と
し
て
新
た
な
政
治
権
力
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
と
す
る
近
年
の
指
摘
は
き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
軍
の
編
成
か
ら
見
れ
ば
、
安
史
の
乱
と
は
、
系
統

を
等
し
く
す
る
者
同
士
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、
朔
方
軍
は
乱
の
終
結
後
に
鉄

勒
出
身
の
僕
固
懐
恩
に
率
い
ら
れ
て
唐
に
叛
旗
を
翻
し
、
ま
た
哥
舒
翰
に
つ
い
て
も

安
禄
山
と
は
別
に
唐
か
ら
の
自
立
を
図
っ
て
い
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る56

。
農
牧
接
壤

帯
の
節
度
使
は
一
つ
情
勢
が
変
わ
れ
ば
別
の
「
安
史
勢
力
」
と
化
す
可
能
性
を
有
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
特
質
は

河
西
・
隴
右
節
度
使
で
あ
っ
た
哥
舒
翰
が
、
安
史
の
乱
前
に
積
極
的
に
ソ
グ
ド
人
を

麾
下
に
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る51

。
ま
た
、
栄
新
江
と
森
部

は
、
安
史
の
乱
の
後
に
霊
武
か
ら
河
北
へ
ソ
グ
ド
武
人
移
住
の
波
が
あ
っ
た
と
説

く52

。
霊
武
は
朔
方
節
度
使
の
治
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
ソ
グ
ド
集
団
は
安
史
の

乱
の
際
に
は
朔
方
軍
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
九
世
紀
前
半

に
河
朔
三
鎮
の
一
つ
、
魏
博
の
節
度
使
と
な
っ
た
何
進
滔
の
一
族
を
挙
げ
る
。『
旧

唐
書
』
巻
一
八
一
、
何
進
滔
伝
［
四
六
八
七
頁
］
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

何
進
滔
、
靈
武
人
也
。
曾
祖
孝
物
、
祖
俊
、
並
本
州
軍
校
。
父
默
、
夏
州
衙
前

兵
馬
使
、
檢
校
太
子
賓
客
、
試
太
常
卿
。
以
進
滔
之
貴
、
贈
左
散
騎
常
侍
。
進

滔
客
寄
於
魏
、
委
質
軍
門
、
事
節
度
使
田
弘
正
。

何
進
滔
、
霊
武
の
人
な
り
。
曽
祖
孝
物
、
祖
俊
、
並
び
に
本
州
軍
校
た
り
。
父

黙
、
夏
州
衙
前
兵
馬
使
・
檢
校
太
子
賓
客
・
試
太
常
卿
た
り
。
進
滔
の
貴
を
以

て
左
散
騎
常
侍
を
贈
ら
る
。
進
滔
魏
に
客
寄
し
、
質
を
軍
門
に
委
ね
、
節
度
使

田
弘
正
に
事つ
か

う
。

何
姓
は
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
右
の
『
旧
唐
書
』
列
伝
に
何
進
滔
が
ソ
グ

ド
人
で
あ
る
こ
と
の
明
証
は
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
何
進
滔
の
子
で
同
じ
く
魏
博

節
度
使
と
な
っ
た
何
弘
敬
の
墓
誌
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
に
ソ
グ
ド
人
と
見
な
し
う
る

手
が
か
り
が
記
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
何
進
滔
の
妻
は
康
氏
、
何
弘
敬
の
妻
は

安
氏
で
あ
り
、
父
子
で
ソ
グ
ド
人
の
可
能
性
が
高
い
ソ
グ
ド
姓
の
女
性
を
娶
っ
て
い

た
。
さ
ら
に
、
そ
の
系
譜
で
隋
に
仕
え
た
ソ
グ
ド
人
何
妥
を
祖
先
と
し
て
い
た
の
で

あ
る53

。
こ
れ
ら
の
点
が
福
島
基
準
を
満
た
し
、
何
進
滔
の
一
族
は
ソ
グ
ド
人
と
判
断

さ
れ
る
。
森
部
は
こ
の
一
族
を
ソ
グ
ド
系
突
厥
と
見
な
す54

。

さ
て
、
何
進
滔
は
霊
武
を
本
貫
と
し
、
曽
祖
の
孝
物
と
祖
の
俊
が
霊
州
軍
校
と
い

う
朔
方
軍
管
下
の
将
校
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
一
族
は
安

史
の
乱
で
は
朔
方
軍
の
武
人
と
し
て
唐
軍
に
従
軍
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う



安史の乱における唐陣営下のソグド武人  ─ 「唐・李志忠墓誌」を手がかりに

51

濱
口
重
國　

 

一
九
三
〇　
「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」『
史
学
雑
誌
』
四
一
─
一

一
・
一
二
、
一
─
四
一
・
五
九
─
一
二
七
頁
。『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』

上
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
、
三
─
八
三
に
再
録
。

福
島　

恵　

 

二
〇
〇
五　
「
唐
代
ソ
グ
ド
姓
墓
誌
の
基
礎
的
考
察
」『
学
習
院
史
学
』

四
三
、
一
三
五
─
一
六
二
頁
。『
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ソ
グ
ド
人
』
汲

古
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
一
一
─
六
二
頁
に
改
題
改
訂
再
録
。

福
島　

恵　

 

二
〇
一
八
ａ
「
唐
後
半
期
に
お
け
る
賜
姓
ソ
グ
ド
人 

─
涼
州
武
威
安

氏
と
賜
姓
─
」『
東
洋
史
研
究
』
七
六
─
四
、
一
〇
一
─
一
四
〇
頁
。

福
島　

恵　

 

二
〇
一
八
ｂ
「
バ
ク
ト
リ
ア
人
羅
姓
墓
誌
の
基
礎
的
考
察
」『
内
陸
ア

ジ
ア
史
研
究
』
三
三
、
一
─
二
五
頁
。

森
部　

豊　

 

一
九
九
七　
「「
唐
魏
博
節
度
使
何
弘
敬
墓
誌
銘
」
試
釈
」『
吉
田
寅
先

生
古
稀
記
念
ア
ジ
ア
史
論
集
』
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委

員
会
、
一
二
五
─
一
四
七
頁
。

森
部　

豊　

 

二
〇
〇
二　
「
唐
代
河
北
地
域
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
住
民
─
開
元
寺
三

門
楼
石
柱
題
名
及
び
房
山
石
経
題
記
を
中
心
に
─
」『
史
境
』
四
五
、

二
〇
─
三
七
頁
。
森
部
二
〇
一
〇
、
二
七
─
五
八
頁
に
改
題
加
筆
再

録
。

森
部　

豊　

 

二
〇
〇
八　
「
ソ
グ
ド
系
突
厥
の
東
遷
と
河
朔
三
鎮
の
動
静 

─
特
に
魏

博
を
中
心
と
し
て
─
」『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
一
、

一
三
七
─
一
八
八
頁
。
森
部
二
〇
一
〇
、
一
二
三
─
一
八
一
頁
に
改
題

加
筆
再
録
。

森
部　

豊　
 

二
〇
一
〇　
『
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歴
史

的
展
開
』
関
西
大
学
出
版
部
。

森
部　

豊　

 
二
〇
一
一　
「
増
補
：
７
～
８
世
紀
の
北
ア
ジ
ア
世
界
と
安
史
の
乱
」

森
安
孝
夫
編
『
ソ
グ
ド
か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ
─
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
の
民

唐
の
北
辺
節
度
使
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
軍
に
よ
る
防
衛
体
制

を
現
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
唐
代
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
。

文
献
目
録

【
史
料
版
本
】

・ 『
史
記
』『
晋
書
』『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
資
治
通
鑑
』『
唐
六
典
』『
通
典
』『
唐

大
詔
令
集
』
＝
中
華
書
局
標
点
本
。

・『
文
苑
英
華
』
＝
中
華
書
局
影
印
本
。

・『
大
唐
開
元
礼
』
＝
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
。

【
和
文
文
献
】

石
見
清
裕　

 

二
〇
〇
七　
「
唐
代
墓
誌
史
料
の
概
観 
─
前
半
期
の
官
撰
墓
誌
・
規

格
・
行
状
と
の
関
係
─
」『
唐
代
史
研
究
』
十
、
三
─
二
六
頁
。

石
見
清
裕　

 

二
〇
一
六　
『
ソ
グ
ド
人
墓
誌
研
究
』
汲
古
書
院
。

齊
藤
茂
雄　

 

二
〇
一
五　
「
突
厥
有
力
者
と
李
世
民 

─
唐
太
宗
期
の
突
厥
羈
縻
支
配

に
つ
い
て
─
」『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
八
、
七
七
─

九
九
頁
。

中
田
美
絵　

 

二
〇
〇
七　
「
不
空
の
長
安
仏
教
界
台
頭
と
ソ
グ
ド
人
」『
東
洋
学
報
』

八
九
─
三
、
三
三
─
六
五
頁
。

中
田
美
絵　

 

二
〇
〇
九　
「
五
臺
山
文
殊
信
仰
と
王
權
─
唐
朝
代
宗
期
に
お
け
る
金

閣
寺
修
築
の
分
析
を
通
じ
て
─
」『
東
方
学
』
一
一
七
、
四
〇
─
五
八

頁
。

林　

美
希　

 

二
〇
一
一　
「
唐
・
左
右
龍
武
軍
の
盛
衰
─
唐
元
功
臣
と
そ
の
後
の
禁

軍
─
」『
史
滴
』
三
三
、
一
一
一
─
一
三
八
頁
。
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谷 

霽 

光　

 

一
九
六
二　
『
府
兵
制
度
考
釈
』
上
海
人
民
出
版
社
（
上
海
）。

黄　
　

楼　

 

二
〇
一
四　
「
唐
代
射
生
軍
考
」『
史
林
』
二
〇
一
四
─
一
（
上
海
）、

六
一
─
六
七
頁
。

林 

偉 

洲　

 

二
〇
〇
九　
『
安
史
之
乱
与
粛
代
二
朝
新
政
権
結
構
的
展
開
』
花
木
蘭

文
化
出
版
社
（
台
湾
・
永
和
）。

栄 

新 

江　

 

二
〇
〇
三　
「
安
史
之
乱
後
粟
特
胡
人
的
動
向
」、
紀
宗
安
・
湯
開
建
主

編
『
曁
南
史
学
』
二
（
広
州
）、
一
〇
二
─
一
二
三
頁
。
栄
新
江
『
中

古
中
国
与
粟
特
文
明
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
（
北
京
）
二
〇

一
四
年
、
七
九
─
一
一
三
頁
に
再
録
。

王 

連 

龍　

 

二
〇
一
四　
「
李
元
琮
墓
誌
及
相
関
問
題
考
論
」『
吉
林
師
範
大
学
学
報

（
人
文
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
四
─
六
（
吉
林
）、
三
五
─
三
八
頁
。

『
新
見
隋
唐
墓
誌
集
釈
』
遼
海
出
版
社
（
瀋
陽
）、
二
〇
一
七
年
、
一
八

六
─
一
九
五
頁
に
再
録
。
拓
本
写
真
付
き
。

張 

国 

剛　

 

一
九
八
九　
「
唐
代
藩
鎮
軍
将
職
級
考
略
」『
学
術
月
刊
』
一
九
八
九
─

五
（
上
海
）、
七
一
─
七
六
・
八
一
頁
。『
唐
代
政
治
制
度
研
究
論
集
』

文
津
出
版
社
（
台
北
）、
一
九
九
四
年
、
一
五
七
─
一
七
四
頁
に
再
録
。

族
と
文
化
の
交
流
─
』
汲
古
書
院
、
一
七
五
─
二
〇
五
頁
。

森
部　

豊　
 

二
〇
一
二　
「「
安
史
の
乱
」
三
論
」、
森
部
豊
・
橋
寺
知
子
編
『
ア
ジ

ア
に
お
け
る
文
化
シ
ス
テ
ム
の
展
開
と
交
流
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一

─
三
四
頁
。

森
部　

豊　

 
二
〇
一
三　
『
安
禄
山　
「
安
史
の
乱
」
を
起
こ
し
た
ソ
グ
ド
人
』
山
川

出
版
社
。

森
安
孝
夫　

 

二
〇
〇
二　
「
ウ
イ
グ
ル
か
ら
見
た
安
史
の
乱
」『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の

研
究
』
一
七
、
一
一
七
─
一
七
〇
頁
。『
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー

ラ
シ
ア
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
二
─
四
八
頁
に
加
筆

再
録
。

森
安
孝
夫　

 

二
〇
〇
七　
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
』
講
談
社
。

山
下
将
司　

 

二
〇
一
一　
「
唐
の
テ
ュ
ル
ク
人
蕃
兵
」『
歴
史
学
研
究
』
八
八
一
、
一

─
一
一
頁
。

山
下
将
司　

 

二
〇
一
八　
「
安
史
の
乱
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
李
抱
玉
の
事
績
に
つ
い

て
」『
史
艸
』
五
九
、
二
八
─
五
六
頁
。

【
中
文
文
献
】

陳　
　

瑋　

 

二
〇
一
六　
「
新
出
《
唐
曹
懐
直
墓
誌
》
所
見
安
史
之
乱
前
後
粟
特
武

人
動
向
研
究
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
六
─
三
（
上
海
）、
三
二
一

─
三
四
五
頁
。

福
島　

恵　

 

二
〇
一
六
「
絲
綢
之
路
青
海
道
上
的
粟
特
人
─
従
看
「
康
令
惲
墓
誌
」

鄯
州
西
平
康
氏
一
族
─
」
栄
新
江
・
羅
豊
主
編
『
粟
特
人
在
中
国
─
考

古
発
現
与
出
土
文
献
的
新
印
証
』
科
学
出
版
社
（
北
京
）、
一
一
六
─

一
三
一
頁
。『
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ソ
グ
ド
人
』
一
九
〇
─
二
二
二
頁

に
日
本
語
版
再
録
。
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24　

福
島
二
〇
一
八
ａ
、
一
〇
三
─
〇
八
頁
。

25　

栄
二
〇
〇
三
、
一
〇
四
─
〇
五
頁
。

26　

山
下
二
〇
一
八
、
三
八
─
四
三
頁
。

27　

福
島
二
〇
〇
五
。
以
下
、「
福
島
基
準
」
は
全
て
同
じ
。

28　

福
島
二
〇
一
八
ａ
、
一
一
五
頁
お
よ
び
一
三
四
頁
注
（
一
五
）。

29　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
六
、
天
宝
十
一
年
四
月
条
［
六
九
一
二
頁
］、
同
書
巻
二
一
七
、

天
宝
十
四
年
十
一
月
条
［
六
九
三
七
頁
］。

30　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
〇
、
李
光
弼
伝
［
三
三
〇
七
─
〇
九
頁
］。

31　

大
和
四
年
（
八
三
〇
）
刻
。『
氣
賀
澤
目
録
』
九
四
四
四
番
。

32　

中
田
二
〇
〇
七
、
五
一
頁
。

33　

森
部
二
〇
〇
八
、
一
五
四
頁
、
注
（
二
七
）。

34　

乾
元
二
年
（
七
五
九
）
刻
。
胡
戟
・
栄
新
江
主
編
『
大
唐
西
市
博
物
館
蔵
墓
誌
』
北

京
大
学
出
版
社
（
北
京
）、
二
〇
一
二
年
、
五
九
八
─
九
九
頁
。『
氣
賀
澤
目
録
』
六

九
六
三
番
。
ま
た
、
専
論
と
し
て
陳
瑋
二
〇
一
六
が
あ
る
。

35　
「
唐
元
功
臣
」
に
つ
い
て
は
林
二
〇
一
一
参
照
。

36　

興
元
元
年
（
七
八
四
）
刻
。『
氣
賀
澤
目
録
』
七
六
三
五
番
。

37  

中
田
二
〇
〇
七
、
五
一
頁
。

38　

黄
二
〇
一
四
、
六
三
頁
。

39　

注
（
一
九
）
に
同
じ
。

40　

福
島
二
〇
一
八
ａ
、
一
一
四
─
一
六
頁
。

41　

山
下
二
〇
一
八
、
三
八
─
四
三
頁
。

42　

中
田
二
〇
〇
七
、
四
〇
─
四
二
頁
。

43　

王
二
〇
一
四
。
大
暦
十
一
年
（
七
七
六
）
刻
。『
氣
賀
澤
目
録
』
七
四
〇
六
番
。

44　

王
二
〇
一
四
、
三
六
頁
。

45　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
四
下
、
突
厥
伝
下
［
五
一
八
〇
頁
］
に
見
え
る
特
勤
大
奈
が
そ
の

一
例
。

46　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
三
、
貞
観
四
年
四
月
条
［
六
〇
七
九
頁
］
に
見
え
る
史
善
応
の

こ
と
。
齊
藤
二
〇
一
五
、
八
五
頁
参
照
。

47　

中
田
二
〇
〇
七
、
四
〇
─
四
二
頁
。

48　
『
旧
唐
書
』
巻
一
三
二
、
李
抱
玉
伝
［
三
六
四
五
頁
］、『
新
唐
書
』
巻
一
三
八
、
李
抱

玉
伝
［
四
六
一
九
頁
］。
な
お
、『
旧
唐
書
』
巻
十
、
粛
宗
紀
は
「
右
羽
林
将
軍
」
と

す
る
［
二
五
七
頁
］。

【
注
】

1　

安
史
の
乱
に
対
す
る
見
方
の
推
移
に
つ
い
て
は
森
部
二
〇
一
一
、
一
七
五
─
七
七
頁

参
照
。

2　

森
安
二
〇
〇
二
お
よ
び
二
〇
〇
七
、
三
〇
五
─
一
〇
頁
。

3　

森
部
二
〇
一
一
。

4　

森
部
二
〇
〇
二
。

5　

森
部
二
〇
一
三
、
七
四
─
八
五
頁
。

6　

栄
二
〇
〇
三
。

7　

李
明
・
劉
呆
運
・
李
舉
綱
主
編
、
文
物
出
版
社
（
北
京
）、
二
〇
六
─
〇
七
頁
。

8　

福
島
二
〇
一
八
ａ
、
一
三
三
頁
、
注
（
一
〇
）。

9　

福
島
二
〇
〇
五
、
一
四
八
─
四
九
頁
。

10　

石
見
二
〇
一
六
、
第
Ⅱ
部
「
固
原
の
史
氏
一
族
墓
誌
」。

11　

福
島
二
〇
〇
五
、
一
四
六
頁
。

12　
『
旧
唐
書
』
巻
一
二
〇
、
郭
子
儀
伝
［
三
四
五
二
頁
］。

13　
『
旧
唐
書
』
巻
十
、
粛
宗
紀
、
乾
元
元
年
九
月
条
［
二
五
三
頁
］。

14　

林
二
〇
一
一
、
一
二
一
─
二
二
頁
。

15　

濱
口
一
九
三
〇
─
一
二
、
一
〇
七
頁
。
谷
一
九
六
二
、
二
三
一
─
三
三
頁
。

16　

張
一
九
八
九
、
七
二
頁
。

17　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
六
、
天
宝
十
二
年
五
月
条
［
六
九
一
八
頁
］。

18　

中
田
二
〇
〇
七
。
山
下
二
〇
一
一
、
七
─
八
頁
。
福
島
二
〇
一
六
、
一
一
九
─
二
六

頁
。

19　

林
二
〇
〇
九
、
七
一
─
七
四
、
八
四
─
八
六
頁
。
陳
二
〇
一
六
、
三
三
六
─
三
四
〇

頁
。
た
だ
し
、
林
が
、
粛
宗
朝
に
お
い
て
羽
林
軍
が
哥
舒
翰
配
下
の
郭
英
乂
と
李
抱

玉
に
よ
っ
て
相
次
い
で
掌
握
さ
れ
た
と
説
く
（
八
六
頁
）
の
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

山
下
二
〇
一
八
、
四
三
─
四
七
頁
参
照
。

20　
『
唐
六
典
』
巻
二
五
、
諸
衛
府
、
金
吾
衛
条
［
六
三
八
頁
］
な
ら
び
に
『
通
典
』
巻
二

八
、
職
官
十
、
左
右
金
吾
衛
条
［
七
八
八
─
八
九
頁
］。

21　

濱
口
一
九
三
〇
─
一
二
、
一
〇
九
─
一
一
〇
頁
。

22　

貞
元
七
（
七
九
一
）
年
刻
。
氣
賀
澤
保
規
編
『
新
編
唐
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』（
明

治
大
学
東
ア
ジ
ア
石
刻
文
物
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
。
以
下
、『
氣
賀
澤
目
録
』
と
略

称
）
七
八
一
九
番
。

23　

石
見
二
〇
〇
七
、
一
〇
─
一
三
頁
。
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49　
『
新
唐
書
』
巻
一
三
八
、
李
抱
玉
伝
［
四
六
一
九
頁
］。
た
だ
し
、『
旧
唐
書
』
李
抱
玉

伝
に
賜
名
の
こ
と
は
見
え
な
い
。
山
下
二
〇
一
八
、
二
九
─
三
五
頁
参
照
。

50　

森
部
二
〇
一
一
、
一
八
九
─
一
九
三
頁
。

51　

中
田
二
〇
〇
七
。
福
島
二
〇
一
六
、
一
一
九
─
二
六
頁
。
な
お
、
中
田
は
哥
舒
翰
配

下
の
ソ
グ
ド
人
武
将
と
し
て
他
に
も
羅
伏
磨
と
辛
雲
京
と
い
う
人
物
を
挙
げ
る
が
、

羅
姓
は
漢
人
・
鮮
卑
人
の
他
は
ト
ハ
リ
ス
タ
ン
出
身
の
バ
ク
ト
リ
ア
人
が
称
し
た
姓

で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
（
福
島
二
〇
一
八
ｂ
）、
ま
た
辛
雲
京
は
ソ
グ
ド
人
と
認
定

で
き
る
要
素
に
乏
し
く
、
本
稿
で
は
除
外
し
た
。

52　

栄
二
〇
〇
三
、
一
一
一
─
一
六
頁
。
森
部
二
〇
〇
八
。

53　

森
部
一
九
九
七
、
一
三
九
頁
お
よ
び
二
〇
〇
八
、
一
六
六
─
六
八
頁
。
栄
二
〇
〇
三
、

一
一
二
頁
。
何
弘
敬
墓
誌
は
咸
通
六
年
（
八
六
五
）
刻
。『
氣
賀
澤
目
録
』
一
〇
九
八

二
番
。

54　

森
部
二
〇
〇
八
。
一
六
六
─
六
八
頁
。

55　

森
部
二
〇
一
二
、
一
一
─
二
五
頁
。
山
下
二
〇
一
一
、
四
─
八
頁
。

56　

中
田
二
〇
〇
九
、
五
〇
─
五
一
頁
お
よ
び
五
八
頁
注
（
一
六
）。


